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          平成２７年土佐清水市議会定例会３月会議会議録 

第８日（平成２７年 ３月 ９日 月曜日） 

～～～～・～～～～・～～～～ 

議事日程 

 日程第１ 議案第６号「平成２６年度土佐清水市一般会計補正予算（第９号）について」か 

      ら議案第３４号「市道路線の認定について」までの議案２９件 

      （質疑） 

 日程第２ 一般質問 

～～～～・～～～～・～～～～ 

本日の会議に付した事件 

 日程第１から日程第２まで 

～～～～・～～～～・～～～～ 

議員定数 １２人 

現在員数 １２人 

～～～～・～～～～・～～～～ 

出席議員 １２人 

   １番  田 中 耕之郎 君           ２番  岡 本   詠 君 

   ３番  細 川 博 史 君           ４番  前 田   晃 君 

   ５番  浅 尾 公 厚 君           ６番  森   一 美 君 

   ７番  小 川 豊 治 君           ８番  西 原 強 志 君 

   ９番  永 野 裕 夫 君          １０番  岡 﨑 宣 男 君 

  １１番  仲 田   強 君          １２番  武 藤   清 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

欠席議員 

   な  し 

～～～～・～～～～・～～～～ 

事務局職員出席者 

  議 会 事 務 局 長          山下  毅 君    局 長 補 佐          東  博之 君 

  議 事 係 長          池  正澄 君    主 事 補  岡﨑 正嗣 君 

  主 事 補  宮口 佑司 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

出席要求による出席者 



－ 48 － 

市 長 泥谷 光信 君 副 市 長 磯脇 堂三 君 

会 計 管 理 者 

兼 会 計 課 長 
黒原 一寿 君 

税 務 課 長 兼 

固定資産評価員 
野村 仁美 君 

企 画 財 政 課 長 早川  聡 君 総 務 課 長 木下  司 君 

危 機 管 理 課 長 横畠 浩治 君 消 防 長 田村 光浩 君 

消 防 署 長 上原 由隆 君 健 康 推 進 課 長 戎井 大城 君 

福 祉 事 務 所 長 徳井 直之 君 市 民 課 長 岡田 敦浩 君 

環 境 課 長 兼 

清掃管理事務所長 
坂本 和也 君 まちづくり対策課長 横山 周次 君 

産 業 振 興 課 長 二宮 真弓 君 産 業 基 盤 課 長 文野 喜文 君 

水 道 課 長 補 佐 吉永 敏之 君 じんけん課長補佐 伊藤 牧子 君 

し お さ い 園 長 中島 東洋 君 収 納 推 進 課 長 倉松 克臣 君 

教 育 長 弘田 浩三 君 学 校 教 育 課 長 山本  豊 君 

生 涯 学 習 課 長 中山  優 君 
教育センター所長 

補 佐 
萬  知栄 君 

選挙管理委員会 

事 務 局 長 
沖 比呂志 君 監査委員事務局長 小松 高志 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

          午前１０時００分   開  議 

○議長（永野裕夫君） 皆さん、おはようございます。定刻でございます。 

 ただ今から平成２７年土佐清水市議会定例会３月会議第８日目の会議を開きます。 

 日程第１、市長提出議案第６号「平成２６年度土佐清水市一般会計補正予算（第９号）につ

いて」から議案第３４号「市道路線の認定について」までの議案２９件を一括議題といたしま

す。 

 ただ今から質疑に入ります。 

 質疑の通告がありますので、発言通告順に質疑を許します。 

 ４番 前田 晃君。 

          （４番 前田 晃君発言席） 

○４番（前田 晃君） 皆さん、おはようございます。日本共産党の前田 晃です。 

 私は、議案第２２号「土佐清水市保育所条例の一部を改正する条例の制定について」の質疑
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を行います。 

 なお、質疑は議案や条例などについて賛否の態度決定ができるよう、不明確な点を質すため

に行うということですので、その趣旨に沿って質疑を行いたいと思います。 

 この４月から市街地の保育園３園を統合したきらら清水保育園がスタートすることになりま

すが、議案第２２号では、この新保育園の運営を指定管理者に移行できるようにする条例の改

正案が提案をされています。 

 指定管理者の導入については、昨年の１２月会議での西原議員の質問に対して、福祉事務所

長は新保育園の運営を第一に考え、運営が軌道に乗ってから考えたい。早くても平成２８年度

の後半以降になると答弁をしています。 

 議案第２２号の条例案の内容を見てみますと、新保育園への指定管理者の導入を前提にした

条例の改正のように受け取れますが、指定管理者の導入は既に決まっていることなのでしょう

か。それともこれから検討することなのでしょうか。福祉事務所長にお尋ねをいたします。 

 次に、条例案の文言についてお尋ねをします。 

 配付をされたこの参考資料の条例改正にかかわる新旧対照表の２ページには、新旧の条例の

第１条が記載をされています。旧条例の第１条には、児童福祉法の第２４条という文言が入っ

ていますが、新条例案の第１条では、第２４条という文言が削除されています。この児童福祉

法の第２４条、とりわけ１項については、市町村の保育実施の責任を明記した規定であり、こ

の条例の根拠となっている重要な条文でもあります。 

 この２４条の文言がなぜ削除されているのか、その理由をお尋ねいたしまして、１回目の質

疑を終わります。 

○議長（永野裕夫君） 執行部の答弁を求めます。 

 福祉事務所長。 

          （福祉事務所長 徳井直之君自席） 

○福祉事務所長（徳井直之君） おはようございます。それではお答えいたします。 

 まず最初の新保育園の指定管理者の導入についてでございますが、これにつきましては、こ

れから検討したいというふうに考えております。 

 それから２番目の第２４条の文言の削除の件でございますが、平成２７年４月１日施行の子

ども・子育て支援法の制定に伴い、児童福祉法が改正され、これまでの保育に欠ける子どもの

保育から保育が必要な子どもの保育に拡大され、保育を必要とする全ての子どもが、保育を受

ける権利が保障される規定に変更されました。 

 法改正されたことにより、現行条例第３条に規定する保育に欠ける子どもの実施基準の条文

を削除し、新たに保育の必要性の基準について、土佐清水市保育の必要性の認定に関する規則
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を制定済みでありまして、第４条第２項に保育の必要性の事由を、第１号から第１１号まで規

定しておりまして、４月１日から施行することとなります。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ４番 前田 晃君。 

          （４番 前田 晃君発言席） 

○４番（前田 晃君） 指定管理者の導入については、これから検討したいとの答弁ですけれ

ども、これまでの議会答弁を聞いた市民からは、新保育園の運営は既に指定管理者がすること

になっているのではないかという疑問の声もあがっています。まだ白紙の状態なのに、なぜこ

こで指定管理者に移行できるようにする条例の改正が必要なのか、その理由を福祉事務所長に

お尋ねをいたします。 

 また、保育園に指定管理者を導入する場合には、利点とともにいろいろな問題点が生じるこ

とも考えられます。一般論としてどのような利点と問題点が考えられるかを、福祉事務所長に

お尋ねをして、２回目の質疑を終わります。 

○議長（永野裕夫君） 福祉事務所長。 

          （福祉事務所長 徳井直之君自席） 

○福祉事務所長（徳井直之君） お答えいたします。 

 なぜ今、条例改正が必要なのかという点でございますが、今後の新保育園の管理運営につき

まして、指定管理者の導入も含めて検討するため、今回の提案とさせていただきました。 

 それから、指定管理者の導入の利点と問題点についてでございますが、今後、導入するとな

った場合に、利点と問題点については、検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（永野裕夫君） ４番 前田 晃君。 

          （４番 前田 晃君発言席） 

○４番（前田 晃君） 指定管理制度の導入については、それについても具体的にこれから検

討ということのようですけれども、市長にお尋ねをいたします。 

 一般論としまして、指定管理者の導入は、保育園を運営する側の利点として、経費、主に人

件費ですけれども、その削減があると思います。しかし、そのことは保育園で働く保育士にと

っては、労働条件の切り下げにつながる問題点でもあります。労働条件の切り下げは仕事への

意欲の低下や、保育水準の低下を招きかねない大きな問題です。 

 児童福祉法の第２４条１項でいうところの保育行政及び行政の責任者として、その点につい

てどう認識されているのか、市長にお尋ねをして３回目の質疑を終わります。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 
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○市長（泥谷光信君） 今回の条例の趣旨については、先ほど福祉事務所長が答弁したとおり

であります。 

 ご質問の点については、質疑の本質に鑑み、答弁を差し控えます。 

 なお、僭越ではございますが、質疑とは本来、市長が議会に提案した議案について、内容や

不明な点を聞くことにあって、議案に対する意見を述べることはできないと私は認識している

ところですが、議長の見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） これまでも本会議での質疑については、質疑の範囲を超えていると思

われるものも見受けられますので、ただ今の市長の発言も踏まえて、後日、議会運営委員会に

おいて質疑の内容及び範囲のあり方について協議検討することにいたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

          午前１０時１１分   休  憩 

          午前１０時１８分   再  開 

○議長（永野裕夫君） 休憩前に続いて、会議を開きます。 

 それでは、引き続き、質疑を行います。 

 １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） おはようございます。 

 できるだけ、私も迷惑をかけんようなつもりでやりますけれども、議長がそうやないと、一

般質問ではないかというようなことがあったら、また止めていただいても結構であります。 

 それでは、質疑に移ります。 

 私は、議案第２０号「土佐清水市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について」

これについて質疑をいたします。 

 消防長の任命資格について、条例改正案が出されておりますが、今の条例では、課長補佐以

上の者で在職３年とあります。 

 消防長の任命資格については、昭和２２年以来、改正に続き改正が行われておりまして、平

成２５年９月６日、新しい資格基準が消防庁長官名で各都道府県知事に発せられ、それから市

町村におりてきたと、こういうようなのがあります。 

 それによりますと、平成２５年、政令第２６３号、これ新政令というようですが、出されて

おります。内容につきましては、１、消防職員として消防長の職に必要な消防に関する知識及

び経験を有する者の資格の基準は次のとおりということで、１で消防職員として消防事務に従

事した者で、消防署長などの職に１年以上あった者であること。２、消防団員として消防事務

に従事した者で、消防団長の職に２年以上あった者であること。ここが肝心な点でありますけ



－ 52 － 

れども、市町村の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長等の職に

２年以上あった者であることと、こういうふうになっております。消防署長の基準もあります

けれども、これは割愛をいたします。 

 なお、本件につきましては、２５年９月に出されておるわけでありまして、これによります

と、施行期日及び旧政令の廃止は、施行期日が平成２６年４月１日、新政令の施行に伴い、旧

政令を廃止することとしたと、こういうふうになっております。市長にお尋ねしたいのは、本

議案第２０号は、平成２６年中に提案しても政令が変更という理由なら、何ら支障なく議決さ

れる事件でもあります。 

 また、平成２５年１２月議会で、この４０号というのを別に出さんと、今の新政令で直近下

位の者云々というのを、市町村の長の直近下位の内部組織の長等の職に２年以上あったものと

いうものを出しておったら、別に何ということもないし、疑問も持たないわけですけれども、

平成２５年１２月時点で、９月にこれ政令出されておるわけですので、市長は、多分知ってい

たかどうかというのはこれわかりませんけれども、ちょっとそこの辺の疑問を感じますが、市

長のご意見をお願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 執行部の答弁を求めます。 

 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 今回の条例改正につきましては、国における関係法令の改正に基づく

ものでありますが、議員がご指摘のとおり、平成２６年中の条例の制定、施行の経過措置に間

に合うよう、今回、条例を制定し、今月１９日に議決後直ちに公布し、２６年中の施行に間に

合うよう、公布の日から施行することとしております。 

 次に、平成２５年１２月の時点で、９月の政令については、確認ができておりませんでした。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） 市長は、毎日かなり忙しくて、そこまでなかなか手が回らんで確認

できていなかったということですので、いささか怠っていたのかと思いますけれども、前消防

長は退職しておりますので、言う必要もありませんが、９月に政令改正されちょうがやけん、

それなりにやっていたら問題なかったかなとこういうふうに思います。 

 それでは、この議案第２０号の第２回目の質問ですが、消防署長と同等以上の職と認められ

るもの、市長の直近下位の内部組織の長の職、または同等以上と認められる職とは、それぞれ

具体的に教えていただきたいと思います。消防長は、消防長の職に必要な消防に関する知識及



－ 53 － 

び経験が求められておるわけであります。市民の生命、身体の保護と非常に重要な職務と認識

しております。この同等というのは、僕もこれ市町村の消防長及び消防署長の任命というのは、

消防救急課の特報１とか、２とかあるんですけれども、これで他市の状況もちょっと資料をい

ただきましたので言いますけれども、確認できなかったということですが、室戸は２６年３月

に改正。安芸も同じように直近下位の職に改正。ただ１つ、土佐市が２６年３月１８日でこれ

を見ますと、課長補佐以上の職に２年以上あった者とするということで、ちょっとおくれてい

るような気もしますけれども、市長にお聞きしますが、それぞれ同等以上の職とは、具体的に

はどんなのがあるのでしょうか、教えていただきたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 市長の直近下位の内部組織の長というのは、本市においては課長を指

しております。 

 なお、課長職にあっては、幅広い分野にわたりまして、行政事務を統括し、実務的な知識経

験、調整能力及び管理能力を有し、また危機管理対応や災害対応にもこれまで携わっておりま

すので、必要な知識経験を有しているというふうに考えております。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） 具体的に返答いただきたかったんですけれども、ほかのところで等

級が５級以上というのがありましたので、ちょっとお聞きをいたしました。 

 この同等というのは、課長とか、所長とかそこの辺のことですね。補佐はない、こういうこ

とですか。わかりました。それではそれで結構であります。 

 それでは、議案第２０号につきましては、これで質疑は終わります。 

 議案第２４号、敬老祝金についてお尋ねをいたします。 

 本件は、８８歳になった方に５万円の祝金を３万円に減額するとの案でありますけれども、

今の８８歳にしたら、戦前戦後の激動の時代を生き抜き、日本の礎を築いた方々であることは

ご案内のとおりであります。 

 市長もよく見かけるんですけれども、いきいきサロンに行っておって、非常に年寄りを大事

にする姿等も見たり、聞いたりをしておるわけであります。 

 敬老祝金を楽しみにしているこの方々からは、なぜかというような声もありますので、今年

は１５０名程度、来年は１８０名程度のことでありますが、現状維持ならともかく、減らすと

いうのは、私にしたらどうしても疑問を感じます。これが政策的な見地なのか、こういうのも

ちょっとそこの辺、疑問ですので、市長にお聞きをいたします。 
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○議長（永野裕夫君） 執行部の答弁を求めます。 

 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） これまで１年間で４月から９月までに誕生日を迎えられた８８歳、

１００歳を迎えられた方については、敬老の日に合わせて祝金を贈呈しておりました。それも

３つ、４つのグループに分けて配布をしていた経過があります。 

 ただ、私は市長になってから、やはり実際に会って心からのお祝いを言いたいというそうい

う考えから、４月から９月まで一括して敬老の日には、３日間割いてお宅にお伺いをしており

ます。 

 また、１０月以降の誕生日の方には、毎月月末に自宅のほうに赴きまして、入院とか、病気

でお目にかかれない人はいるわけですが、実際にお会いして、本当に長寿を祝い、長生きして

いただきたい、そういう願いを込めてこの贈呈をしているところです。 

 ですから、一番現場に立って、その実態を目にしておりますので、本当に今回の改正という

のは、断腸の思いであります。 

 本当に皆さん、自宅に行って手を握ったら、大変喜んでいただいて、記念撮影もして、そう

いう取り組みもしているところです。 

 本当に逆に勇気ももらって、元気ももらったりしているところであります。ですから、本当

に先ほど言いましたように、断腸の思いなんですが、このことは予算編成の時点で、担当課と

も十分協議してまいりました。支給金額が大体幡多郡の近隣市町村は、ないところもあります

し、１万円とか、２万円とか、低額なところであります。他市との比較、それから平成２１年、

２２年の対象者が１２０名程度から、去年が１５０人、今年は１５０人を超えますので、そう

いうことも踏まえたこの祝金制度のあり方についても議論をしてまいりました。このことだけ

捉えたら、議員指摘のとおり後退しているようなイメージはあるわけですが、こうした中で全

体的な健康推進課を含めた庁内で議論する中で、土佐清水市が抱える課題、それからこれから

の高齢者福祉のあり方、そういうものを十分議論してまいりました。例えば、高齢者福祉計

画・第６期介護保険事業計画を進めております。今議会でも議案を提出しておりますが、特に

今年度は、本当に職員の努力のかいもあって、新たな事業をどんどん提案しております。認知

症総合施策の推進、それから生活支援体制の基盤強化に取り組むほか、介護予防、日常生活支

援総合事業による多様な訪問型の通所サービス、これまで進めてきた、私も積極的に参加して

いるいきいきサロンへの支援、こういったものを総合的に高齢者福祉施策の充実、そして強化、

これに努めるための予算を大幅に計上しているところであります。 

 今回の改正で、今年の４月から８８歳を迎える人にとっては、５万円から３万円に減額され
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ますので、このことについては、来年度以降も私みずからが対象者のお宅に訪問いたしまして、

経過と事情も丁寧に説明した上でご理解を願い、心からの祝福をしていく考えでありますので、

どうかご理解をお願いしたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） ただ今、市長からいろいろ説明をいただきました。 

 断腸の思いであると。総合的な見地から見たというようなことでありますけれども、老人福

祉の場合は、市長には釈迦に説法でしょうけれども、所得とか医療、充実感、名誉、いきがい

等多数あるところでありますが、敬老祝金に該当するお年寄りの方は、何で１回に２万円減ら

したがやろうとか、いろいろあるわけです。市長に総合的な見地と言われたら、こっちも言う

ようなこともないわけですが、太陽光の発電とか、いろいろ一般会計にも繰り入れているんで

すから、これ以上減るというようなことは、市長在任中はないと思いますが、いかがでしょう

か。一般質問に入るかな。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 思い切ったことを言わせていただきます。 

 私の在任中といいますか、この任期中には減額するつもりはございません。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） 任期中に、あるいは再任されたとしても、そういうことはないとこ

ういうふうに信じて、帰ってまたやいやい言われるけど、３万円からの減額はしばらくないと、

らしいでというようなことで、信じるしかないなとこういうふうに思います。 

 これで私の全ての質疑は終わります。 

○議長（永野裕夫君） 以上で、通告による質疑は終了いたしました。 

 ほかに質疑の方はございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） 質疑なしと認めます。 

 質疑を終わります。 

 この際、１０分間休憩をいたします。暫時休憩いたします。 

          午前１０時３６分   休  憩 

          午前１０時４５分   再  開 

○議長（永野裕夫君） 休憩前に続いて、会議を開きます。 
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 日程第２、ただ今から一般質問を行います。 

 発言通告順により、質問を許します。 

 ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） 皆さん、おはようございます。 

 通告に基づきまして、２点の一般質問を行います。 

 昨年の１０月２５日、市制発足６０周年記念行事が行われ、次の世代に向けてさらに市勢発

展を願ったところですけれども、早いもので２７年度に向けての３月会議となりました。 

 この会議を通じまして、市民の皆さん方より寄せられた貴重なご意見を市政に反映できれば

ありがたいとの気持ちで、２点の質問を行います。 

 １点目の農業の現状と今後の施策についてであります。 

 ここ数年来、日本の農業は大きく変換し、さらにＴＰＰ問題を含め、国際的な関連からも変

化が予測をされております。 

 そのような環境下の中で、土佐清水市の基幹産業の１つである農業について、行政としてど

のように政策を推進するのかについてを質問をいたします。 

 なお、項目が多岐にわたりますので、時間の関係上割愛、あるいは答弁を受けての質問も考

えられますけれども、よろしくお願いをいたします。 

 まず、本市の農業の実態、基礎的な数値について、産業振興課長にお伺いいたします。 

 耕地面積、これは経営耕地面積、どちらでも結構ですけれども、耕地面積と農家数、農業生

産額について直近の数字で結構ですので、お答えをお願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 執行部の答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 ５年に１度実施されております農林業センサスがありますが、今年２７年が調査実施年です

ので、現時点では調査段階のため集計値が出ておりません。 

 ここでは、平成２２年の同センサスの数値でお答えさせていただきますので、ご理解くださ

い。 

 まず、農地面積は、耕作面積が３８０ｈａ、販売農家の耕地面積は３４０ｈａとなっており

ます。 

 続きまして、農家数は５３７戸でありまして、その内訳として年間５０万円以上の販売実績

のある販売農家、これが２７８戸、販売を行っていない自給的農家が２５９戸であります。 
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 生産額につきましては、このセンサスには詳しい項目がありませんので、平成２６年のＪＡ

出荷額でお答えさせていただきます。 

 米が6,５００万円、野菜等が５億2,１５０万円、合計で約５億8,６５０万円であります。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） １７年度の統計から見ると、やはり農地面積、そしてまた生産額につ

いては、５億8,０００万円、もう少しあるかなと思いましたが、比較的水産から比べれば少な

いかなというふうな感じです。ありがとうございました。 

 次に、そのうちの経営耕地面積、農地面積、どちらでも構いませんが、そのうちに耕作放棄

地の実態について、もし、現在で面積がわかっておれば、お答えをお願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） 失礼いたしました。 

 一番直近で、調査でわかっている数字としては、４7.６ｈａとなっております。 

○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） ４7.６ｈａですか。実は昨年まで三崎地区、ほかもですけれども、米

作を中心に耕作をされていた方が、大体、年によって違いますけれども、３５ｈａとか、

３０ｈａつくっていただいた方が、今年度、耕作しないということで、そうすると本市の生産

額や雇用、あるいは今後、未耕作地がふえるのではないか、このように思うところですけれど

も、今後の本市の未耕作地の予想といいますか、今年度も含めてなんですけど、どのように考

えているかお聞きをいたします。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） 今、ご指摘いただきました農業者の休職につきましては、昨

年９月議会で岡﨑議員からもかなり大きな生産面積を持っているので、その人が高齢になった

らどうするかということを指摘されたことがあります。そのときにもまさかこんなに早くと思

っていませんでしたが、病気で体調が悪くなられたということで、一気に生産面積が減ってお

ります。 

 それを受けまして、それぞれ貸していた地域を持っている地域の皆さんが、これを大きな危

機と捉えて、集落営農についての取り組みをちょっと加速して話し合いを進めてくれていると
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ころが４地区程度あります。それ以外に、今回、大きな生産農家、面積を持っていた方のあと

を若い農業者が２人ぐらい受け継いでやってくれるところも一部にはできておりますが、ただ、

それが一気に減るということにはなりませんでしたが、徐々に減っていくことは確かでありま

すので、今回の危機的なことを受けて、さらに今までも危機感を持っておりましたが、どうい

う形で耕作地を広めていくか、しっかり考えていかなくてはならないと思っています。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） 一応、具体的な数字はわかりませんけども、集落営農、若い農業者の

いわゆる後継者問題ですね。取り組んでいくということで。また、集落営農につきましては、

また後ほど質問させていただきますので、次に、市長にお伺いをいたします。 

 これは後ろ向きの質問になるかもわかりませんけれども、現在、国の制度として、中山間地

域活性化事業、そしてまた、農地・水・環境保全向上対策事業等の制度導入で、それぞれの各

地域で指定を受けておりますけれども、その指定を受けている地域は、共同作業によって用水

路や草刈り等を実施しておりますけれども、ただ、地域によってはなかなかそれも難しい地域

もあるやとも聞いておりますけれども、そこで一応、なお、この制度に乗らない地区では、非

常に耕作放棄地が多く見られて、農地の保全や環境、そしてまた防災、鳥獣被害などの多くの

課題があると思いますけれども、実は土佐市では、これ以前なんですけれども、平成２１年に

耕作放棄地を草刈りをするということで、実はこの草刈りの制度は国の緊急雇用対策を導入し

て活用してやっておるようで、再生利用に取り組んでいると伺っておりますけれども、ただ、

この緊急雇用につきましては、来年度で終了すると言いましたか、そういうことになりますの

で、これもどうかなと思いますけれども、ほかに国の補助事業として耕作放棄地再生利用緊急

対策交付金事業などがあるわけですけれども、それらの制度を利用して、該当地区の農地の保

全や環境、防災面から市で、ぜひこの耕作放棄地の草刈り等も含めて実施をしていただければ、

非常にありがたいと思うわけですけれども、市長のご意見をお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） まず、小川議員からお話がありましたが、緊急雇用につきましては、

２７年度で終了でありますので、この緊急雇用での実施というのは不可能と考えております。 

 ただ、ご指摘のように、農業の持つ多面的機能というのは、非常に大事であるというふうに

考えておりますので、利用できる制度、あるいは利用できる制度がないかということも含めて、

幅広くこの農地を守るための取り組みをやっていきたいと思っております。 
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○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） いろいろいわゆる前向きな姿勢ではないかもわかりませんけれども、

ただ、きのうもちょっと竜串のほうに行ってましたけれども、益野の直線のところもまだ耕し

てないところもありますので、田ノ内、この地域含めて、また下ノ加江、下川口、中山間、全

てそんな状況になって寂しい思いをしておりますので、先ほど市長のほうから、いろいろな制

度を入れて取り組みをしたいということですので、ぜひその点よろしくお願いをいたしたいと

思います。 

 次に、産業振興課長にお伺いをいたします。 

 集落営農組織について、現在の市内の実態についてお伺いをいたします。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 現在は、昨年１月に農事組合法人化をしたふぁー夢宗呂川のほか、平ノ段、爪白地区には三

崎農業集団、斧積地区に斧積営農組合と３組織があります。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） ３組織が現在、立ち上げておるということですが、実はこの集落営農

につきましては、３年ほどくらいになりますか、県や市、農協が中心となって集落営農塾や現

地視察を何回も開催をしていただき、これからの農業のあり方、集約化、高齢化、後継者問題

などを含め、積極的に取り組んでいただきました。 

 実は、私もこの塾へ何回か参加をさせていただきましたが、残念ながら地区での組織化には

よう至っておりません。ただ、その後も地域での要望があれば、幡多農業振興センター、市産

業振興課は、いつでも説明に行きますと、そういった熱意のある対応の言葉をいただいており

ますので、本当にありがたく思っております。 

 現在、市内で３カ所組織されているとのことでありますけれども、他の地域は後継者、ある

いは本当に核となる人材がいない。そんなことが原因ではないかとも思います。実は、私も農

業地域の出身ですけれども、組織化の必要性は十分認識をしておりますし、ぜひ、この問題に

ついてさらに継続して取り組みをお願いしたいと思いますけれども、課長の所見を求めたいと

思います。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 
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          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 今、ご案内いただきました集落営農塾は２４年から開催しておりまして、年間５、６回程度

の塾を開講しております。今年３年目を迎えますが、今までは地域にとにかく集落営農という

ことを知ってもらうための初歩的な過去２回はそうでしたので、今年につきましては、係長の

考えで農業者の問題ではなく、地域の問題として捉えようということで、農地がある区長さん

には、皆さんにお声かけさせていただいて、考えを持ってもらえるように進めました。それを

きっかけに、今まで参加して、考えてなかった地域の方も広がっていると実感しております。 

 今後につきましては、私も参加して思うのは、先ほど、小川議員が言われたように、リーダ

ーとなる方がいないというのが大きな、皆さん、農地を守るためにこの取り組みは必要やとい

うことはわかってくださっているんですが、リーダーとなる方がいないということが大きな課

題だなと思ってますので、来年度以降の集落営農塾は、そういうリーダーのどういうことが、

特に難しく考えられているみたいなので、リーダーとなる方や、なってくれそうな方に集中し

た講座というのも考えながら、より集落営農が各地で取り組んでもらえるような体制を強化し

たいと思っております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） 本当に組織をせないかん。本市の農業のあり方については、いわゆる

国内問題だけじゃなくて、国際的な問題がありますので、組織化の必要性は考えております。 

 ただ、本当に実際問題として、なかなか核となる人がおりませんので、その点も踏まえて、

地道なぜひとも対応をお願いしたいと思います。 

 次に、農地の集約化についてお伺いをいたします。 

 過日、長門市へ１市１農場推進事業について会派研修で伺いました。集落営農の組織、法人

経営の安定化、体質強化、鳥獣被害対策、農産物加工直売、六次産業化への推進、担い手、後

継者等々、数々の研修をさせていただきました。 

 その中で集落営農法人が現在１７組織ですけれども、平成３５年度には４３団体を目標に取

り組み、農地の集約化も１０年後には８０％にすると定められております。 

 本市の場合、耕作放棄地の増加や高齢化、後継者問題など、厳しい状況でありますが、将来

の本市の農業を考えた場合、農地はもちろんですけれども、農産物にしても集約化の必要性が

ありはしないか、このように考えておりますが、この点についての考え方をお聞きをいたしま

す。 
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○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 おっしゃるとおり、集約化が一番水稲農家を守る経営安定を対策するための大きな目標課題

だと思っております。 

 今、申しましたように、水稲農家の経営安定を図るためには、担い手となる認定農業者であ

るとか、先ほどからご指摘いただきました集落営農などの組織を育成して、農地の集積化を進

めていかなくてはならないと思っております。 

○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） 現実は、課長、なかなか厳しいと思うがですよ。思いますが、課長か

ら答弁がありましたように、やはり将来を見通した場合、現状で果たしてええかということで、

決してよくないと思いますので、あとで中間管理機構のほうも含めて、集約化についてぜひと

も取り組みをお願いしたいと思います。 

 次に、市長にお伺いをいたします。 

 農地の集積や集落営農組織をはじめ、将来を見据えた農業経営を目指し、長門市では農地集

積推進委員、これ各地区にそれぞれ３２名置いておるようですけれども、それともう１点、役

所のほうへ農地集積コーディネーター、これ２名を配置しております。それを配置して魅力あ

る農業経営を目指して、各種の事業に取り組んでおります。その集約化ですけれども、今大体

３０ａ、一切れあるようですが、それを１ｈａにすると。モデル事業をつくってやっておるよ

うですけれども、それとこの前、テレビでもやっておりましたが、梼原町もそれぞれの各分野

について職員配置をしておりますが、農業コーディネーターということで、農業に対する聞き

取りとか、あるいはアンケート調査をしておるようですけれども、実は本市の場合も過去に農

業指導員を配置して、特産品の開発や産地化に取り組み、ブロッコリー栽培をはじめとして、

尽力をいただいてきました。 

 実は、泥谷市長もこの前、引き続き、配置の計画があったようですけれども、残念ながらそ

れに対応できる人材がいなかったと伺っております。前段言いましたように、これからの本市

の農業は、大きな転換期であると考えますけれども、将来を見通した農業政策全体の課題とし

て、いわゆる営農だけじゃなくて、経営も指導できる指導員、これは本当に難しいと思います

けど、いわゆる農業コーディネーター、あるいは農業経営戦略指導員といいますか、そういっ

た形の配置をぜひ願いたいと思います。 

 実はさきの９月会議で、岡﨑議員への答弁では、営農指導ができる人がおれば、すぐに登用
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したいと答弁されておりますので、その後の経過も合わせて市長にご意見をお伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 農業、営農指導もできて、販売・流通にかかわれるようなそういうコ

ーディネーター、業務を担う人材の登用、これは本当に言い方は悪いかもわかりませんが、の

どから手が出るほど本当に欲しいといいますか、そういう方がいればすぐに登用したい、そう

いう気持ちでおります。 

 ただ、そういう専門的な技術はもちろんのこと、やっぱり販売戦略というのを持った人材と

いうのは、なかなか見つからないというのが現実でございまして、危惧しているところです。

これは何も農業部門だけではなくて、水産部門、また商工部門、そういったものについてもや

はり幅広く人材を育成も含めて、また、Ｉターン、Ｕターンでそういう優秀な人材がおれば、

誘致したいという考えでおります。 

○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） 本当に実際問題として、なかなか難しいと思いますけれども、ぜひ、

販売、経営を含めた人材については、ぜひ積極的な取り組みをお願いをいたしたいと思います。 

 次に、特産品の取り組みの実態と今後の見通しでありますけれども、実は、産業振興課の補

佐と特産品について協議をする中で、定義があるようでございまして、いわゆるその地方だけ

に産出するもの、あるいはまた、他の地方より優れているものが特産品であるというふうな定

義でありましたけれども、ただ、従来より広義の意味で、この議場においては、他の地方より

多く採れるものという位置づけで質問をしますので、ぜひその点、ご理解をいただきたいと思

います。 

 産業振興課長にお伺いをいたします。 

 これまで市が指導的な役割を果たし、玉ねぎ、ブロッコリーパウダー、酒米、芳香パイン、

黒潮米等に取り組んでいただきましたけれども、現在の実態についてお伺いをいたします。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 市内農業者の所得向上につながる産地化への取り組みにつきましては、これまで高糖度赤玉

ねぎ足摺レッドや、完熟芳香パインのほか、平成２０年からは、先ほどご案内いただきました

が、営農指導員のもと、取り組みを始めましたブロッコリー、あしずり黒潮米のブランド化な

ど、ＪＡとも連携しながら支援を行っております。 
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 現在、平成２６年度の生産量につきましては、足摺レッドが2.３ｔ、完熟芳香パインが

0.６ｔ、ブロッコリーが１８8.５ｔ、あしずり黒潮米が３5.９ｔとなっております。 

○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） それぞれ取り組みをされていることがわかりました。 

 そこで、それぞれ全国各地で取り組んでおりますけれども、高知県下を見ても、いわゆる安

芸地方を中心としたナス、それとニラ、窪川のショウガ、そして須崎のミョウガ、そういった

大方の花卉、高知市の花卉とあるわけですけれども、先ほど言いましたように、課長答弁あり

ましたように、本市も取り組んでおりますけれども、さらに今後、それらの品目と合わせて、

例えばショウガとか、菜花がちょっと今、栽培されておるようですけれども、今後、特産品に

ついて取り組みをどのようにするのか、お考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 今、ご指摘いただいた菜花については、かなり広がっておりまして、露地で大規模に採れる

ということの仕組みを仕かけた農業者の人もおりますので、それとシシトウも面積が小さいで

すが、採るのにかなり人力がかかるからということで、経営面積が小さいのが現状ではありま

すが、それも大規模化を考えている農家もおりますので、そういう人たちと連携をしながら、

露地でも取れる、経営が安定できる作物を研究していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） 一応、菜花、シシトウ、当面として生産者と連携して取り組みたいと

いうことですので、含めてぜひ、今後取り組みを積極的にお願いしたいと思います。 

 次に、水田フル活用ビジョンと大岐の芳香パイン、それぞれ通告しておりましたけれども、

時間の関係がありますので、もし時間があれば、後ほど質問したいと思いますので、ご了解を

お願いしたいと思います。 

 次に、六次産業化への取り組みについて、現在、市内での事例があればご説明をお願いいた

します。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 
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 特に六次産業化を進めている農業者というのはございません。 

 今までだんだんに過去、担当課長が答弁されているようですが、生産者が加工販売までを行

う六次産業化の推進を取り組みながらも、加工に係る設備投資費用であるとか、市場の動向を

的確に見きわめる調査をして、その上に販路開拓に取り組む費用など、相当規模の資金力が必

要と思われ、現在の農業者では、非常に困難な状況だと判断しております。そのため、加工販

売部門につきましては、元気プロジェクトの活用を図るため立ち上げた会社であると思ってお

りますので、生産者と元気プロジェクトの加工、販売部門を強力につなげることをしなくては

ならないと思っております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） 資金力、そういったことが非常に必要であるという、実は難しいこと

なんですが、それは一定わかりますが、そして元気プロとの連携ということですので、それは

ぜひ取り組みをしていただきたいです。 

 それともう１つ、今回と言いますか、国の政策として、農林水産省の食料産業局、産業連携

課の所管である六次産業化支援事業、それともう１つ、ネットワーク活動支援事業等がありま

すけれども、できればそれらの制度活用して、今回、創生事業の関係で六次産業化というのは、

特に国が今回、力を入れてます。そういったことで、個人は難しい資金の関係、人の関係、あ

るいは品物の関係、難しいことあると思いますけれども、それも含めて、元気プロとの絡み、

ぜひ、取り組んでいただきたいと思いますけれども、再度、それも含めて、課長の答弁を求め

たいと思います。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 農業の六次産業化は、本当に国が推し進めている政策だと思っています。今、ご案内いただ

きました２つの支援事業以外にも、かなりメニューはあるということは承知しておりますが、

なかなか自分が落とし込めてないのも現状ですので、これからより深く勉強して進めたいと思

います。 

 それと今朝の高知新聞に出ておりましたが、国も今度の地方創生の中で、そういう六次産業

をもっと小さい特産品みたいな農産物をもっと企業につなぐ新しい協議会という仕組みもつく

るということが今朝の新聞に載っておりましたので、そういう仕組みも勉強しながら進めたい

と思います。 
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 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） いうのは簡単ですけど、なかなか実際に取り組むのは難しいと思いま

すけど、ただ、取り組まなくては始まりませんので、ぜひ取り組みを、元気プロとの連携も含

めて積極的にお願いしたいと思います。 

 次に、農地中間管理機構についての概要説明、簡単で結構ですが、説明をお願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 農地中間管理事業は、平成２５年４月に県知事から農地中間管理機構として委託を受けた公

益財団法人高知県農業公社が行うこととなっておりまして、農地を貸したい人と農地を借りた

い人の中間に立って、計画的な農地の規模拡大や集約化を促進して、農業経営の効率化と生産

性の向上を目指す事業であります。 

○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） 冒頭に課長から答弁がありましたように、耕作放棄地が増加傾向にあ

りますし、また今後ふえる予定のようですけれども、農用地等の借り入れ、貸しつけによって、

農産物の産地化、あるいはまた集約化に進む必要があると考えます。 

 そのためには、やはり安定して借り入れ、貸しつけができるものとして、課長が先ほど答弁

がありましたように、農地中間管理機構ができたわけですけれども、実は、この制度そのもの

を、これ言い方悪いかもわかりませんが、やはり農業者や所有者は、それを余りまだ十分理解

されていないのではないか、このように思うわけですけれども、ただ、土地になりますと、双

方相手がありますので、例えば所有権の問題、借地権の問題、いろいろ権利関係とか、そうい

った点が非常に難しいところがありますが、ただ、この制度活用によれば、双方がお互い安心

して貸し借りができる。非常にいい制度だと思っております。 

 したがいまして、先ほど私、言いましたけれども、失礼になるかもわかりませんが、ぜひこ

の制度を各地域、農業者、あるいは所有者含めて、ぜひ推進、周知をお願いしたいと思います

が、この点についていかがでしょうか。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 
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 十分でないと言われましたら、そのとおりかもしれません。 

 より詳しい周知に取りかかりたいと思います。 

 それと、中間管理機構では、幡多地域に推進員を１人配置しております。来年度はもう１人

ふやす計画もあるようですので、その推進員の方と地元市が連携して、より個々に訪問して、

周知を図って協力を仰ぎたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） 来年度は２名ということですので、ぜひ取り組みをお願いしたいと思

いますが、ちょっと資料というか、パンフレットをいただきまして、結局、協力金が結構ある

じゃないですか。これに乗らない手はないなというふうに思っておりますが、ただ説明を聞き

ますと、かなりハードルが高いというふうなこともお聞きしてますので、それらを含めて、ぜ

ひとも今後、積極的な取り組みをぜひともよろしくお願いをいたします。 

 次に、ＪＡ（農協）の改革と本市の農業についてお伺いをいたします。 

 昨年の５月に政府がＪＡグループの改革案を示し、今後、現在７００ある地域農協を中長期

的に４００から５００に再編する。それと全国農業協同組合中央会（ＪＡ全中）と都道府県中

央会のあり方も議論の対象となり、ＪＡ全中による地域農協の監査権限を廃止する方向を打ち

出し、その改革に万歳会長は、中央会監査の義務づけ廃止や、準組合員の利用制限導入につい

て、農業の所得向上にどう結びつくか説明がなく、理解しがたいと述べておりましたけれども、

再三にわたる協議の結果、政府案を受け入れる形になっております。 

 また、環太平洋連携協定交渉の日米協議では、米や牛肉、豚肉など、農産物協議で譲歩した

との報道があり、米作・畜産・酪農等の基盤強化に悪影響を及ぼすのではないかと生産者は不

安な状態であります。 

 このＪＡ改革について、詳細はまだわからないと思いますけれども、一部の方の意見により

ますと、地域農協はそれほど影響がないのではないかとも言われておりますが、本市農業にど

のような影響があるか、わかる範囲で結構ですので、答弁をお願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） 具体的には、本市の農業に影響があるかということは、まだ

しっかり勉強しておりません。 

○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 
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○７番（小川豊治君） はっきり確定してませんので、先ほど言いましたように、わからない

という意見もありますが、ぜひ、特に市民に直接かかわりますので、ぜひこの改革については

注視をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 そこで、地域農協の再編ですけれども、これについては、先ほど課長の答弁の中では、全中

とのかかわりはわからんということですけども、いわゆるそれに連動して、全国中央会を頂点

として、県の連合会、下部組織として農協があって、それに指導や共済、あるいは経済、営農

などのそれぞれの業務を行っておりますが、地域農協の場合に１９９９年の４月に全国で

1,６２０の農協があったようですけれども、２００３年４月には９４７、今年１月には

６９４まで減少しております。先ほど言いましたように、さらに再編を進め、４００から

５００の組織になる計画のようですけれども、本市の管轄であるＪＡ高知はたの見込みについ

て、どのようになるのかお伺いをいたします。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） 県内のＪＡにつきましても、平成３０年４月に合併に向けた

協議が進められているとはお聞きしておりますが、具体的な進捗状況については、まだ知り得

ておりません。 

 ただ、これを聞いたときに、合併となると、集出荷場の施設の集約化が進められることなど

も予想されますので、協議内容等の情報収集に努めまして、本市の農業者の方たちの不利益に

ならないよう、市としてさまざまな活動に取り組まなくてはならないと思っております。 

○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） いわゆる法人化をされた組織ですので、コストを削減して効率化を図

ることは十分認めますけれども、先ほど課長の答弁がありましたように、集出荷場とか、それ

とまた農産物の集出荷、あるいはまた品物の公認、それらも影響がある可能性があると思うが

です。ぜひその点について、できるだけ組合の皆さん、あるいは市民の皆さんに支障を来さな

いような取り組みをぜひともお願いしたいと思います。 

 次に、今後の本市の農業政策について市長にお伺いをいたします。 

 ここ１、２年、日本の農業は大きく転換期で変貌が予想されます。主要な稲作にしましても、

米離れと備蓄米の増加、その上、ＴＰＰ日米交渉による米の輸入増加など、非常に厳しい実態

で、昨年は１袋、３０キロですけれども4,０００円を割ったと言われており、場合によっては

耕作をすれば赤字になる。実際問題として、農業機械の購入費を見ると明らかであります。 

 ここ数年来、集落営農の推進に取り組んでいただき、そのおかげで平ノ段、斧積地区で組織
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ができ、集落全体の耕作に取り組んでおられます。 

 他の地区、私の住んでいる加久見も含めてですけれども、高齢化や後継者の問題で、先ほど

課長との議論がありました核となる人材がいない状況でありますので、なかなか現実には難し

いわけですけれども、今後さらに集落営農を含む後継者対策や農地の集約化などを進めていた

だきたいと思います。その上でぜひとも全国へ向けての就農者の募集とか、そういったことに

ついても総合的にぜひとも取り組んでいただきたいと思いますけれども、このことについての

市長の所見を求めたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 本当に日本の農業を取り巻く状況というのは、本当に厳しいものがご

ざいます。 

 議会のたびにお答えしているんですが、やはり農業の持つ多面的機能というのをやはりもう

一度、国民全体で見直していただきたいというふうに願うところです。 

 農業は単に生産活動のみならず、やはり国土の保全、そして環境、何よりも日本古来の原風

景と言いますか、美しい日本のこの風景を未来に向かって残す、そういう取り組みをぜひ国民

運動としてやっていきたいというふうに思っております。 

 今、日本全体の農業の流れというのは、規模拡大による効率化、そういったものが優先され

ています。ただ、この担い手となる農業者への農地の集約化、こういうのが小川議員指摘のと

おり、大変必要になっておりますので、今後も引き続き、積極的に支援を行い、今、問題提起

されたＩターン、Ｕターンなどの新規就農者がこちらのほうに戻ってくれるような、実現する

ような、そういう取り組みをやっていきたいと。これも集落営農も含めてやっていきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） 積極的な対応について答弁いただきましてありがとうございます。 

 実は、長門市ですけども、畜産なんですが、今、非常に国際的な問題、厳しい状況じゃない

ですか。そういった中で、畜産に対して集約化を図って、市のほうである一定世話をして、全

国募集、ネットとか、そういった形で募集したわけです。そうすると、３０名近くの人が集ま

って、選考に非常に苦労したというふうなことも伺いますので、ぜひ、その点も踏まえて取り

組みをお願いしたいと思います。 

 次に、六次産業化についてで通告しておりましたけれども、先ほど課長の答弁の中では、な

かなか資金の問題、人材の問題、非常に難しいということですので、元気プロとの連携をとっ
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た取り組みをぜひお願いしたいと思いまして、この点については、質問を割愛させていただき

ます。 

 次に、２点目の地方創生事業について、企画財政課長にお伺いをいたします。 

 昨年の１２月２７日に閣議決定された地方創生事業の総合戦略が今年度の補正で、地方創生

事業交付金4,２００億円が計上されました。首都圏への一極集中を是正し、地方で就業や人口

の流入、流出をとめるなど、政策であると言われております。 

 今議会、３月補正でこの事業を早速計上していただきました。１点目として地方への多様な

支援と切れ目のない政策の展開、国と地方の役割が示され、緊急的な取り組みとして経済対策、

ひと・まち・しごと創生関連として、地域住民生活等緊急支援のための交付金、地方創生先行

型ともう１点は、地域消費喚起・生活支援型がありますけれども、この点についての説明をし

ていただくつもりでしたけれども、実は初日に課長より一定の説明をいただきました。 

 それともう１つは、連日、テレビ、あるいは新聞報道でされてますので、説明は一応、要ら

ないということでさせていただきたいと思います。 

 双方の２点をまとめた形での質問をさせていただきますが、今回、この地方創生事業、この

３月会議に提案されるまで、実に短期間でご苦労があったのではないかとも考えられますけれ

ども、事業の提案に至るまでの取り組みの経過についてお伺いをいたします。 

○議長（永野裕夫君） 企画財政課長。 

          （企画財政課長 早川 聡君自席） 

○企画財政課長（早川 聡君） お答えいたします。 

 ３月補正、この予算計上までの経過につきましては、１月１５日に高知市において県による

平成２７年度予算編成等に関する説明会、副市町村長会議が開催をされました。 

 当日は、組織機構の再編等に関する全員協議会の開催をお願いしておりましたので、私が代

理出席をいたしました。 

 この中で、交付金の概要、スケジュール、算定方法と各地方公共団体の交付限度額（試算

額）についての説明があり、特にスケジュールについて、今後、ブロック別の説明会が開催さ

れることとなりますが、実施計画の事前提出が２月の第１週、正式な提出は３月の第１週との

見込みとのことでありまして、県としても当初予算の前倒し等も含めて検討をし、市町村と連

携できるところは一緒にやっていきたいということでありました。 

 このことを受けまして、翌日、１月１６日に市長、副市長と協議を行う中で、非常にタイト

なスケジュールであること、また、交付限度額（試算額）も示されていること、また既に当初

予算査定も開始をされていることもありまして、全庁的に事業を募集するのではなく、この交

付金に該当すると思われる事業課、５つの課でありますが、を絞り込み、同日、企画財政課長
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名で地域住民生活等緊急支援のための交付金、地方創生関係事業の検討についての通知を行い

ました。 

 翌週、１月１９日は、事業説明等を行い、１週間を目途に事業提案をするように依頼をしま

した。１月３１日には高松市において、国の地方機関向けのブロック別説明会に職員１名を出

席させ、２月３日には、四万十市で市町村担当課長説明会が開催をされまして、本市からは企

画財政課長補佐をはじめ５名が出席をしております。 

 このような経過を経て、短期的な取り組みにより、平成２７年度当初予算計上事業の前倒し

も含めて、２月中旬に補正予算を確定いたしました。 

 また、事業実施計画書は、県を通じまして内閣府に提出をしており、現在は内閣府との協議

中であります。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） 課長答弁があったように、本当に期間が短い中で、本当に大変だった

と思います。 

 一応内容はよくわかりました。 

 そこで、該当と思われる課は５課ということなんですが、いわゆる提案をされた件数は何件

あったのでしょうか。 

○議長（永野裕夫君） 企画財政課長。 

          （企画財政課長 早川 聡君自席） 

○企画財政課長（早川 聡君） 提案の数につきましては、地域消費喚起・生活支援型が２課

３事業、地方創生先行型は４課７事業の計５課１０事業であり、全て予算計上いたしました。 

○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） 今回、補正しているのは全部計上ということでいいですか。わかりま

した。課長の説明でわかりましたが、時間的に間に合わなかったということですので、理解し

ましたが、実はこの中で、１つの地方創生先行型の事業で、販路開拓・営業拡大支援事業費の

補助金がありますけれども、そうした中で、多分、この課長の先ほどの説明の中では、市民へ

の周知はされていないと思います。時間もありませんので、そうした中で、いわゆる補助企業

数について１８社とか、旅費等、展示会に伴う出展料８社とかいう予算計上がされてますけれ

ども、これについては、まだ企業が決まってないわけですか。その点はいかがでしょうか。 

○議長（永野裕夫君） 企画財政課長。 
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          （企画財政課長 早川 聡君自席） 

○企画財政課長（早川 聡君） この事業につきましては、市内の企業が販路開拓に係る、そ

ういった経費について一部を補助するものでありまして、予算が成立後、募集をすることとな

っております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） 一応、いわゆるこの中身によっても、市独自じゃなくて、委託とか、

そういった形がありますので、できればぜひ一応５年ですわね。当面の計画としては。全体の

中で。できれば民間も可能であれば、民間のほうもぜひ働きかけをぜひともお願いをしたいと

思います。 

 次に、長期ビジョンと総合戦略を２０１５年から２０１９年度の５カ年計画をされておりま

すけれども、この中長期計画の展望として、人口減少問題の克服、特に本市は重要ですけれど

も、２０６０年に１億人程度の人口を確保する。それと成長力の確保、２０５０年に実質ＧＤ

Ｐ成長率1.５から２％程度構築をすると方向が出されておりますけれども、この５カ年改革の

中で全体の予算額は幾らになっておるか。わかっておればお答えを願いたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） 企画財政課長。 

          （企画財政課長 早川 聡君自席） 

○企画財政課長（早川 聡君） 地方創生に関する平成２８年度以降の具体的な予算額等は示

されておりません。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） 示されておらないということですけども、実は、前新藤総務大臣が初

年度2,０００億円、これ非公式かもわかりませんけれども、５カ年で１兆円というふうなこと

で言ったようですけれども、それははっきりわからないということですね。 

○議長（永野裕夫君） 企画財政課長。 

          （企画財政課長 早川 聡君自席） 

○企画財政課長（早川 聡君） 申しわけありません。平成２７年度の地方財政計画の中に、

まち・ひと・しごと創生事業で１兆円計上されております。これは補助金とか交付金というメ

ニューではありませんでして、普通交付税として算入をされるものでございます。 

 以上でございます。 
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○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） わかりました。財政計画の中でも１兆円ということですけれども、全

体の中でわからないということですので、わかりました。 

 それで、２０１６年度から新型交付金が創設されるようですけれども、６月に基本方針を出

されて、夏に交付金の概算要求ということですけれども、これ現在の時点ではまだわからない

と思いますけれども、もしわかっておれば説明をお願いしたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） 企画財政課長。 

          （企画財政課長 早川 聡君自席） 

○企画財政課長（早川 聡君） 現時点におきましては、どのような型の交付金になるのか、

国の支援があるのかわかっておりません。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） 次に、市長にお伺いをいたします。 

 今回出された地方創生事業、事業の内容によっては市町村の知恵比べになると思われます。

いわゆるルール分と提案型があるようですけれども、実は以前に竹下総理の時代だったと思い

ますけれども、ふるさと創生の事業がありましたけれども、この事業の実施について、県へ相

談をしたというふうに笑うに笑えないことがあったようですけれども、ぜひ独自の取り組みを

お願いしたいと思います。一応、この事業としての基本目標として、地方における安定した雇

用の創出、地方へ新しい人の流れをつくる、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえる

などを基本に、主な事業として農林水産業の成長産業化、そして先ほどより議論がありました

六次産業化、地方移住の推進、企業の地方拠点強化など、地方にとり多くの戦略が示されてお

ります。まさに、地方自治体にとり、大きなチャンスであると思っております。 

 その今回の交付金ですけれども、その中で地域消費喚起・生活支援が2,５００億円、そして

また地方創生先行型が1,７００億円ありますけれども、そういった中で地方創生型のいわゆる

上乗せ交付の分が３００億円ありますが、これはいわゆる提案をして、それによってというこ

とだと思います。ぜひ、この本当に知恵比べ、いわゆる市町村の市町村競争になると思うがで

すよ。ぜひ、この３００億円を少しでもうちで取っていただき、市民生活の向上に努めていた

だきたいと思います。 

 そしてまた、ぜひ、市民の声を集約して、これからの事業の導入で人口減対策、本当に難し

いですけれども、ぜひこの問題についても取り組んでいただきたいと思いますし、若者の雇用
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創出問題など、取り組んでほしいと思います。積極的な導入をぜひ図っていただきたい。 

 市長に、この事業に対する取り組みの決意をお願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 今議会冒頭でもこの件については説明をいたしました。本当に最後の

生き残りをかけた取り組みをこれからやっていきたいというふうに決意も新たにしているとこ

ろであります。 

 これに先立ちまして１月２８日には、いち早く地方版の総合戦略の骨子を作成して、内閣府

の地方創生本部にも提出をしておりますし、また、２月４日には石破大臣を訪ねて、この今、

質問のありました1,７００億円のうち、1,４００億円、この補正分は既に交付されております

ので、あとの３００億円をどう地方に配分していくか、こういうことも内閣府で相談もし、石

破大臣と協議をしました。その結果、やはり１市町村で取り組むよりも、広域的な取り組みを

やってはどうかということで、急遽２月４日に幡多郡の６か市町村長で石破大臣のところにこ

の考え方と方向性について要望活動を行っております。それを受けて、来る３月２９日には、

石破大臣が土佐清水市に来るとこういう画期的な出来事もございますので、この広域的な取り

組みというのをさらに推進して、この３００億円、何とか幡多地域に回していただけるように

頑張っていきたいと思っています。 

○議長（永野裕夫君） ７番 小川豊治君。 

          （７番 小川豊治君発言席） 

○７番（小川豊治君） ぜひ市長、この３００億円争奪について、強力な取り組みをお願いし

たいと思います。 

 それぞれ答弁をいただきました。地方分権推進法の施行により、地方の時代が到来すると言

われてきましたけれども、現実は首都圏への一極集中。人、物流、情報全てが東京圏へ集中し

ております。地方では人口減による少子高齢化の進展、地域によっては社会基盤が失われ、集

落が維持できない実態であります。この現状を踏まえて、今回、地方創生事業がなされたわけ

ですけれども、ぜひ、この創生事業に積極的に取り組みを願いたいと思います。 

 市勢の活力は、人が基本であり、人が集まればそこに雇用ができ、文化をはぐくみ、交流の

場ができて全て活力ある郷土になると考えております。 

 今回、国が出された地方創生事業は、本市にとりましても生き残り、成長するための最大の

チャンスであります。どうかこの事業をできる限り提案していただき、市民一人ひとりが幸せ

が実感できる社会になることを大いに期待をいたします。 

 最後になりましたけれども、今月末で退職されます黒原一寿会計管理者、西田和啓消防本部
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次長をはじめ、職員の方々、長年にわたる市民福祉向上にご尽力をいただきました。 

 特に、黒原、西田両氏は、幹部職員として誠実な人柄で、部下の指導や市民のために業務に

精励されたことに対し、重ねて感謝を申し上げます。退職後も健康に特に留意され、市民や地

域のためにさらにご活躍されますことをご祈念申し上げまして、全ての質問を終わります。 

○議長（永野裕夫君） この際、午食のため、午後１時まで休憩といたします。 

          午前１１時４６分   休  憩 

          午後 １時００分   再  開 

○議長（永野裕夫君） 休憩前に続いて、会議を開きます。 

 午前に引き続き、一般質問を行います。 

 ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 

○６番（森 一美君） 皆さん、こんにちは。清友会の森 一美、今回で３５回目の一般質問

をさせていただきます。 

 はや３月になってしまいました。啓蟄を過ぎ、虫が動き出す時期となっておりますが、清水

も大きく動き出すための予算案が提出されております。 

 今年も宗田節の入札会が中止になってしまい、このままでいくと、本当に過疎の町になって

しまいそうだと心配しておりましたが、地場産業の活性化を図るための予算編成になっている

と私は喜んでおります。 

 この予算案が可決されることを切に希望しております。 

 そして、市民全体で上手に活用して、市の活性化が図れたならば、急激な人口減少にブレー

キがかけられるのではないかと期待しております。 

 東日本大震災からもうすぐ丸４年、改めて犠牲者の皆様に哀悼に誠をささげるとともに、原

発事故の早期終息が実現され、被災地域の皆様が安心して暮らせるようになることを祈念して

おります。 

 また、世界に目を向けますと、内戦やテロが頻発しており、巻き添いの中に日本人２人も含

まれております。 

 信仰の自由や、主義主張の違いから、小さないさかいが起きるのも仕方ないとは思いますが、

何の罪もない人たちが犠牲になるのは勘弁していただきたいと思っております。早期に平和社

会が実現するように願うばかりです。 

 それでは、通告に従いまして、順次質問してまいります。 

 今回は、特に農業関連の質問が多くなっており、産業振興課長には再々登場していただくこ

とをお許し願いたいと思います。 
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 まず、地方創生に向けての課題について、取り上げられたと思われる限界集落株式会社とい

う番組が土曜日に放映されておりました。皆さんの中にはごらんになった方もおられると思い

ます。 

 私は非常に興味を持ってこの番組を最後まで見させていただきました。 

 今、ある地域では、住民みずから限界集落を口にするほどになっておりますけど、それに負

けないように頑張っていただきたいと思って質問いたします。 

 この限界集落株式会社というテレビ番組では、主人公は若いときからこの地域の農業の疲弊

に頭を悩ませ、みずから地元の特色を生かして、有機農法に取り組み生産出荷を目指しており

ましたが、しかし、夢が破れ、多大な借金と両親、子どもを残して東京に出て働いておりまし

たが、父親の死をきっかけに帰郷して、再度、農業に取り組んで、地域の活性に寄与していく

というものでしたが、産業振興課長はこの番組をごらんになりましたか、お伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 執行部の答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） 残念ですが、見ておりません。 

○議長（永野裕夫君） ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 

○６番（森 一美君） わかりました。市長は、この番組をごらんになりましたか。お伺いし

ます。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 済みません。見ておりません。 

○議長（永野裕夫君） ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 

○６番（森 一美君） ありがとうございます。 

 時間的な余裕がなかったので見られなかったとは思いますけれど、この番組は結構、農業の

問題点、過疎についての問題点を誇張し過ぎているようなきらいはありました。しかし、我々

が活用できるような参考になる材料が多く示されていたと思います。 

 一番重要だと思ったのは、地域における話し合いの場、これを設けることが必要であるとい

うことでした。地域にはそれぞれの考え方を持った人たちが集まっております。それを１つの

方向にまとめる、これは並大抵なことでは実現できないことでございます。 

 それは地域の問題であるので、地域の皆さんの力を借りて頑張っていきたいとは考えており
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ます。 

 また、必要なときには、執行部の皆さんのアドバイスをいただきにまいりますので、よろし

くお願いいたします。 

 今回は、農業の発展と販売戦略に経営コンサルタントを活用してはどうかという点について

お伺いしてまいります。 

 産業振興課長、温暖な我が市内では、さまざまな作物を生産できます。各家庭では、まかな

うに十分過ぎるほど生産でき、出荷もしておりますが、販売についてはからきし下手だと私は

思います。 

 一部の農家では個人で、またＪＡ等の関係機関を利用して販路拡大を図っているところもあ

りますが、市全体にその手法が行きわたっているわけではありません。市内の生産品を上手に

活用していくためには、生産品を把握し、どのように販売するか、総体的に判断できる立場の

人間が必要であろうと考えますが、これまで経営コンサルタントというものを活用したことが

ありますか。産業振興課長にお伺いします。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 今まで農業分野の中では活用したことはございません。 

○議長（永野裕夫君） ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 

○６番（森 一美君） ありがとうございます。 

 副市長にお伺いします。 

 市役所のほうにはいろんなコンサルタントが訪れているようですけれど、市役所ではどのよ

うな関連の仕事についてコンサルタントを活用しているか、教えてください。副市長にお尋ね

します。 

○議長（永野裕夫君） 副市長。 

          （副市長 磯脇堂三君自席） 

○副市長（磯脇堂三君） お答えします。 

 特にコンサルタントを活用した事業等はございませんが、過去にコンサルタントではござい

ませんけれど、本市の行政診断を受けたことがあります。 

 また、足摺テルメの管理運営等の調査を委託したことがございます。 

 また、現在、第三セクターの今後のあり方について、アドバイザーとして入っていただき、

意見を伺っているところでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 

○６番（森 一美君） ありがとうございます。 

 また、副市長にお伺いしますけれど、今の答弁で大体わかりましたけれど、農産品の生産・

販売に経営コンサルタントを活用したことはありますか、お尋ねします。 

○議長（永野裕夫君） 副市長。 

          （副市長 磯脇堂三君自席） 

○副市長（磯脇堂三君） お答えします。 

 先ほど、産業振興課長が答弁をいたしましたが、役所として経営コンサルタントを活用した

事業は行ったことはございません。ただ、生産者の方みずからが商工会議所や、高知県の主催

するセミナーなどに参加して、いろいろ勉強していると伺っております。 

○議長（永野裕夫君） ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 

○６番（森 一美君） ありがとうございます。 

 先ほども申したとおり、生産者は販売することがものすごい下手です。何とか経営コンサル

タント、異業種とかそういうものを活用して、上手に利益を上げていくことができたら、生産

者のほうも助かるし、市の税収もふえると思いますので、ぜひ経営コンサルタントの活用の検

討をしていただきたいとお願いしておきます。 

 次に、農業主力生産品目を検討しているかという点について、産業振興課長にお尋ねします。 

 この点につきましては、先ほど、７番小川議員が特産品の関係についてお尋ねしており、大

体理解はできておりますが、私は市の特徴をもっと大きく出せるかという点について、細かい

部分で質問していきたいと思っております。 

 多種多様なものが生産できます。しかし、これが土佐清水市のものであるというような本当

に清水をアピールするようなメインの品物がないと思っております。 

 ブロッコリーにしろ、菜花にしろ、シシトウにしろ、結構、いいものができて、今、農家は

一生懸命出荷している状態ですけど、本当にこれは清水の、清水でしか採れないよというよう

なものがないというふうに私は考えております。 

 生産者や関係機関との話し合いで、何をメインにして土佐清水市の特徴を出して売り出して

いくか、決める必要があると思っておりますが、いかがでしょうか。産業振興課長にお伺いし

ます。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 
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          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 本市の温暖な気候や特徴を生かしてこれまで取り組んできたものとして、午前中もお答えし

ましたが、足摺レッド、芳香パイン、ブロッコリー、黒潮米が挙げられますが、これらは市が

一定主導しながら取り組んできたものと思っております。 

 生産者の皆さんは、専門家である幡多農業振興センターとか、ＪＡの営農指導を受けながら、

それぞれの生産者が作物を選定して営農されてきていると思います。 

 生産者と関係者が一堂に会して農家の所得向上のこととか、産地競争力の強化を図るための

具体的な協議体制は十分でなかったと思っております。 

 ご提言いただきましたように、連携とか、協議体制を確立しまして、本市の代表的な作物を

絞っていくことも、今後必要であると考えております。 

○議長（永野裕夫君） ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 

○６番（森 一美君） ありがとうございます。ぜひお願いします。 

 市長にお伺いします。 

 市長、あなたは以前、元気プロに３年間在籍し、市内各地で生産される農産品について、把

握されておられると思います。春には根菜類、秋にはかんきつ類、冬にはブロッコリーや菜花

など、季節に応じたものが生産・出荷されておりますが、本当にこれが清水だと強調できるも

のがありません。何か１つ、これは清水のものが絶対一番と言われるものの生産に取り組めな

いかお伺いします。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） ご指摘のとおり、清水にはすばらしいものが素材があると思っており

ます。 

 私もこれまで商品開発、それから製造・販売といった一連の作業を経験しております。本当

にその難しさといいますか、困難なことが身に染みてわかっているつもりであります。 

 特に、本市の場合、多品目あるんですが、非常に小ロット、少量しか取れないという、そう

いう弱点がございますので、やはりそういった土佐清水市の作物を加工して、そして販売して

いく、そういう加工品しか生き残る道はないのかなというふうに実感をしているところであり

ますので、今後も研究してまいりたいと思っております。 

○議長（永野裕夫君） ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 
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○６番（森 一美君） ありがとうございます。 

 一応、海産物としては、宗田節や清水サバが、清水の特徴を出して売り出されております。

今年は特に魚の関係は原魚不足で、漁業者の皆さんも苦労しているというふうに聞いておりま

すけれど、農産品は全然ないんですよね。何かメインになるものを１つ考えていただきたいと

思っております。 

 私は、この清水の温暖な気候を利用して、早春のワラビやイタドリなんかの山野草を生産出

荷することがおもしろいのではないかと思っております。 

 これだと限界集落といわれる地域でも、それを逆手にとって天然のものだとこういうふうに

売り出せるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。市長にお伺いします。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 本当に限界集落というよりも、消滅集落に向かっているそういうとこ

ろが市内には点在しております。非常に危機感を持っているところであります。 

 今、限界集落の逆手をとって、自然を売り出せというご提言であります。議員もご承知のよ

うに、先進地といたしましては、徳島県の上勝町の葉っぱビジネスと言われて成功していると

ころもありますので、そういった地域の特性といいますか、また違った発想の転換をもって、

そういうことができないか、考えていきたいと思っております。 

○議長（永野裕夫君） ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 

○６番（森 一美君） ありがとうございます。 

 イタドリなんかは、今、ちょっと効能が注目されている点なんかもありますので、これもま

た、私も調べて、またいいものでしたら、皆さんに紹介して普及できるように頑張っていきた

いと思います。 

 先ほども言った限界集落株式会社という番組の最終回は、地域のためには金よりも人の心が

大切だということで、地域の団結こそ限界集落を守る力だという結論で終わりましたが、清水

を守るのも人の輪であり、話し合いの場が大事であると感じました。 

 よそ者の意見を大切に、地元の力を引き出すように頑張らなければならないという決意を新

たにいたしました。 

 限界集落の商品探しについてはこれくらいにして、次にまいります。 

 農家を悩ませるものの１つに、有害鳥獣被害があります。市内の各地で農家は悲鳴をあげて

おります。今、行政がこの問題について力を入れて捕獲活動対策に取り組んでいただいており

ますが、一向に減る気配はありません。 
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 そこでまた１つ問題が持ち上がりました。有害鳥獣捕獲報償金に課税ということですが、産

業基盤課長、昨年度と本年度、これまでの有害鳥獣の捕獲状況はどのようになっているか、お

伺いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 産業基盤課長。 

          （産業基盤課長 文野喜文君自席） 

○産業基盤課長（文野喜文君） お答えをいたします。 

 過去２年の捕獲実績は、平成２５年度イノシシ５９７頭、シカ1,２５３頭、猿４２頭、平成

２６年度は２月２８日現在、イノシシ３８９頭、シカ９１０頭、猿４６頭、カラス５羽となっ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 

○６番（森 一美君） ありがとうございます。 

 シカ・イノシシ・猿・カラス、こういう有害鳥獣については、市単でもイノシシが１頭

6,０００円、シカが１頭8,０００円、猿１頭１万5,０００円、カラス１羽1,０００円というよ

うな報償金が支払われております。 

 こういうふうに支払われているお金ですけれど、私のもとに猟友会のメンバーの１人から、

報償金について課税するそうだが、どうなっている。市民のためということで頑張っており、

仕事の途中でも出没の苦情の電話が入ったら、仕事をほっといて現地に急行して対応している。

そうすると、自分の仕事が中途半端になってしまう。現地に行っても捕獲できるか保証もない

のに、捕獲したからそのお金に課税するのはおかしいのでないかというような質問がありまし

た。 

 私も全く同じ考えです。 

 税務課長にお伺いします。 

 収入に対して課税するのはあなたたちの仕事ですが、捕獲報償金に課税するというのは国の

方針でしょうか。もし、そうであれば、文書等が来ているかどうか教えてください。税務課長

にお伺いします。 

○議長（永野裕夫君） 税務課長。 

          （税務課長 野村仁美君自席） 

○税務課長（野村仁美君） お答えいたします。 

 課税所得の範囲につきましては、所得税法に定めがあり、第９条に規定する非課税所得以外

の全てが課税所得となります。 



－ 81 － 

 報償費は非課税所得に該当しませんので、課税所得となります。 

 有害鳥獣捕獲対策事業で受領する報償費は、所得税法第３５条第１項に規定する雑所得とな

ります。雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一

時所得、山林所得及び退職所得のいずれにも該当しない所得の総称です。 

 この報償金が雑所得として申告が必要なことは、平成２３年度に当時の報償金の担当課であ

る農林業振興課を通じて、猟友会へ申告と必要経費等の指導をお願いした経過があります。 

 また、本年度開催の幡多地区税務協議会、住民税務部会におきましても、課税所得として申

告指導をしていくことを確認し、税務署も雑所得としての申告が必要であると示しており、国

の指導のもとに行っております。 

 既に、平成２６年度において申告をしていただいている方もおりますが、税負担の公平を図

る観点から、平成２６年中の市内受領者に対する捕獲報償金支払総額1,９５４万3,０００円の

受領者５５名に対しまして、昨年１２月に申告についての通知文書を送付しており、課税対象

としております。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 

○６番（森 一美君） わかりました。 

 しかし、猟友会の皆さんは、猟期はともかくとして、猟期以外は本当にボランティアに近い

状態で活動していると思っております。住民からの要請連絡に対応して、その現場へ急行して

いる捕獲活動員の皆さんには、ご苦労をかけていると私は思っております。 

 山の中へ分け入り、虫に悩まされながら捕獲できるかどうかわからないものを追い求めてい

るんです。 

 報償金が入ったから、税金を払いなさいというのは、私はよう言いません。どうしてもこの

雑所得として支払わなければならないとしたら、必要経費の計算というのはどのように算出し

ていくのでしょうか。弾やわな用の資材については、領収書があるでしょうけれど、その他の

ものは計算でき難いのが現実だと思います。 

 猟友会の皆さんが飼っている犬についても、年間必ず狂犬病の注射をしなければならないと

いうような点なんかを勘案すると、なかなか課税するのに計算ができにくいんじゃないかと私

は思っております。課税するほうにしたら、何頭とって幾ら支払ったから、これだけの課税額

ですよということは計算できますけど、捕獲者は何時何分に捕獲要請の電話があり、どのくら

いの距離を移動して、何時間作業して、何頭取ったというふうな記録はしていないと思います。

税務課長は、この点についてどのように考えているか、お伺いします。 
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○議長（永野裕夫君） 税務課長。 

          （税務課長 野村仁美君自席） 

○税務課長（野村仁美君） お答えいたします。 

 有害鳥獣捕獲対策事業で受領する報償金の雑所得の計算は、総収入額から収入を得るために

必要な経費を差し引いたものとなります。 

 この必要経費の代表的な具体例としましては、わな、鉄砲、弾、狩猟税、狩猟免許取得費、

損害保険料、捕獲の際に使用する作業着等消耗品費や、捕獲に使用している車両の使用割合に

応じた燃料費、自動車税、車検費用、減価償却費、猟犬に係る費用等があります。 

 申告の際は、領収書や帳簿等、これらの支払いの証拠となる関係書類を提示・提出していた

だきましたら、経費として算入しております。 

 なお、農業を営まれている方につきましては、農業と狩猟の際に使用する必要な物品と共通

経費が多数ありますので、農業の収支計算とは別に収支計算し、共通経費は使用割合により案

分して課税計算をしております。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 

○６番（森 一美君） ありがとうございます。 

 課長の考え方わかりました。これは事務的なものだと思います。 

 しかし、課税に対して不満を持っている方がたくさんおります。そうすると、その不満を持

っている方が猟期以外に活動してくれなくなると、農家は困ってきます。被害は増大するばか

りになります。 

 そうするとまた、報償金を引き上げて、捕獲活動者をふやす。またそこに課税にする。また

同じようないたちごっこになってしまうと思うんです。 

 市長、お伺いしますけれど、捕獲に対する報償金は市もやっていただいてますけど、国のほ

うの施策としてもやっていると思いますが、どうしても課税するということになると、捕獲従

事者が減ってくると思います。何とか課税しなくて済むようにならないでしょうか。市長のお

考えをお聞かせください。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 状況は十分認識しております。 

 また、森議員の気持ちは十分理解できるところであります。 

 先ほど、課長が法的な根拠とか、申告の際の細かい部分について説明がありました。このこ
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とについては所得税法によって課税が行われておるということでありますので、その法律を変

えるということは、やはり国の法律が変わるということでありますので、現段階ではこの国税

の方法によって課税するのが適当であるというふうに考えております。 

○議長（永野裕夫君） ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 

○６番（森 一美君） ありがとうございます。 

 市長、有害鳥獣被害というのは、本市に限らず、高知県全体、また中国地方、島根とか、鳥

取のほうなんかも非常に被害が多いと聞いております。 

 有害鳥獣って、この被害、農家にとっては本当に深刻な問題でして、この現在の少子高齢化

で後継者不足が叫ばれている中、有害鳥獣による収穫の減少は、農家にとっても存続にかかわ

る問題だと思っております。 

 限界集落の加速化、遊休農地の拡大にもつながってしまいます。ぜひ、捕獲報償金の関係に

ついては、また国のほうにもこういうふうな要望があるというように提案していただきたいん

ですけれど、市長、いかがでしょうか。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 先ほど申しましたように、状況は十分理解しております、このことは

今、森議員がおっしゃったように、全国的に本当にあちらこちら、全国的に苦慮している問題

でありますので、税の控除とか、課税を軽減できるような、そういう方法はないか、また、市

長会などにも提案をしながら、この地方から国へ突き上げていきたいというふうに思っており

ます。 

○議長（永野裕夫君） ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 

○６番（森 一美君） ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 次に、足摺黄金糖生産設備の改良についてお伺いしてまいります。 

 大岐の和田には、足摺黄金糖の生産加工場設備があります。そこでは、市内各地からサトウ

キビの原木が持ち込まれ、製糖作業が行われております。 

 昔ながらの製法を守り、添加物のない純粋な黄金糖を生産しております。しかし、建物は老

朽化しております。これはどのくらい前に建てられたかわかりませんが、農協から支援を受け

て、生産組合が建築したというふうに聞いております。 

 だいぶたって、建物は古くなり、黄金糖の製品を購入したいという人が来ても、現地を見て

もらうと恥ずかしいというような感じで見せられないのが現状です。 
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 せっかく足摺黄金糖と銘打って打ち出そうとするものが、そのような工場で生産されている

と知ると、購入者は一歩退くのではないかと心配しております。 

 ぜひ、今度の地方創生政策を活用して、建物や周辺の改善ということを図りたいと思ってお

りますので、それについて質問してまいります。 

 産業振興課長は、大岐にある加工場に行かれたことがありますか。そこで昨年度と今年度に

生産販売された足摺黄金糖の量を把握しておりましたら教えていただきたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 この平成４年に建てられました足摺黄金糖生産組合の加工場は、えぶりでいキッチンができ

た当初に伺い、生産者の方ともお話したことは私はございます。いい機会ですので商品も持っ

てきました。このような形で売られております。 

 生産量及び販売額につきましては、平成２５年が1.６ｔの生産で、販売額は２４７万

4,０００円、２６年が約1.９ｔの生産で、販売額は２９６万7,０００円とお聞きしております。 

○議長（永野裕夫君） ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 

○６番（森 一美君） ありがとうございます。 

 平成４年に建てられたものだったんですね。昨年の生産、２５年が1.６ｔ、２６年が1.９ｔ、

昔、私たちが小学生のころは、市内各地で原木を生産していたという関係があって、相当の量

を生産していたんです。それでも徐々にすたれていって、生産者が高齢化しているというのも

あると思いますけれど、どんどん少なくなっているのが現状であると思いますけど、おととし

より去年のほうがふえたというのはうれしいことだと私は思っております。 

 この足摺黄金糖ということで売り出しているものですから、有力商品にするには、ある程度

の量を確保しなければならないと思います。本当に近年、原木生産者が高齢化して、圃場、量

ともに減ってきていると聞いております。 

 生産者が不足し、原料が減少している中で、工場の整備の話を持ち出すのはいかがかなとは

思いますけど、今、この後継者づくりの話が進んでおります。市の特産品を１つでもふやし、

若者の働く場をつくるためには、今をおいてほかはないと思います。「いつやるの、今でし

ょ」というようなテレビの文句がありますけれども、本当に「今でしょ」だと思います。技術

指導者がいなくなる前に後継者をつくり、伝統産業のノウハウを継承する必要があると思いま

す。 

 産業振興課長、どうか地方創生政策のレールに乗せることができないものでしょうか、お伺
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いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 設立当初、３３人だった組合員が、高齢化等により、一時は１０人まで減少されたそうです

が、近年は、昔ながらの製法を守る足摺黄金糖が再び見直され、意欲ある若い生産者も加わる

など、現在は１８人の組合員がいるとお聞きしました。 

 議員がおっしゃるとおり、加工場については平成７年整備後、老朽化も進んでおり、衛生面

からも改修等が必要と思われます。 

 今回、議員からのご提案により、組合の状況を知ることができました。 

 今回、早いうちに組合員の皆さんとの協議の場を持ちまして、現在の課題や組合としての今

後の計画を聞きながら、午前中に小川議員のご指摘もありましたが、六次産業化の支援制度の

活用なども勉強しながら、できる限りの支援を図りたいと思います。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 

○６番（森 一美君） ありがとうございます。ぜひぜひお願いします。 

 市長、足摺黄金糖の製品というのは、私もずっと毎日食べているような状態ですが、本当に

すばらしいものだと思います。また、この製糖技術というのは、継承していく価値があると評

価しております。 

 あるものを絶やさずに発展させる方法として、どうかこの地方創生施策のレールの一端にで

も乗せられるようにお力をお貸しいただきたいのですが、市長、いかがでしょうか。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） この足摺黄金糖につきましては、この施設の立ち上げから、私もまだ

若いころ職員でありましたが、よく知っております。当時、農林課で、今もう退職なされてい

る武田省三さんが係長のときに、これに着目をしまして、確か奄美大島のほうにも視察に行っ

て、この施設をつくったというような経過もあります。 

 また、この製品については、非常に高い評価がありまして、私も元気プロジェクト当時にス

イーツの、お菓子の原料として使って、何とか売り出したいということで試作品をつくった経

過もありますし、また、今、宿毛のケーキの店とか、それから高知県では大手の製造メーカー

がこの商品に着目して、今年はふえた、だんだんふえているというような現状も見てきており
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ます。本当に製品としてはすばらしいものがありますので、これは残していきたいという気持

ちでいっぱいであります。 

 今、課長が答弁をいたしました。組合員の皆さんの意向も聞きながら、今後、どういう形で

進むのか、検討してまいりたいと思います。 

 ただ、地方創生施策のルールに乗せてくれということなんですが、これはハード整備は入っ

ておりませんので、先ほど課長が言ったように、ハード整備ということになれば、またほかの

制度を使わないかんというふうに考えておりますが、このことでＩターンやＵターン、それか

ら移住にプラスになるということになれば、その計画にも位置づけることが可能だというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 

○６番（森 一美君） ありがとうございます。ぜひお願いしたいと思いますが、無理なもの

を無理なところに押し込むのはそれは無理でしょうけれど、自分たちのところで一生懸命残し

ていくものを残せるように頑張っていきたいと思っております。重ねてお願いしておきます。 

 次に、下ノ加江地区の圃場整備につきましてお伺いします。 

 下ノ加江地区の田んぼというのは、結構、碁盤の目になっておりまして、一見きれいに見え

るんです。これは大正９年の大水害のときに今の状態につくり直したと聞いておりますが、そ

の当時は結局、人力とか、牛馬を活用していたので、田んぼの幅が狭くても十分使えたんです

けれど、今は機械でやっております。後継者も少なくなっており、本当にわずかな人数で耕作

しているというのが現状でございます。そのため、機械が大型化しており、小さな田んぼでは

入れないような状況になっております。何とか生産コストを下げていく、また、活動時間を少

なくしていくためには、圃場整備で田んぼ１区画当たり３反から５反くらいにして使えるよう

にしていきたいと思っております。 

 下ノ加江というところは、耕作放棄地を出さないようにということで、農地・水・環境を守

る、保全する会を立ち上げて、耕作放棄地を減少させようということで頑張っておりますけれ

ど、それでも今、遊休農地というのですか、耕作放棄地になる前の状態がちらほら見えるよう

になってきました。 

 先ほど、７番小川議員のほうで、耕作放棄地の現状についてお伺いし、私も聞きましたので、

耕作放棄地の関係については、質問を終わらせていただきたいと思いますので、産業振興課長、

よろしくお願いします。 

 産業基盤課長にお伺いします。 
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 先ほどの小川議員の質問の中にもありました。２７年には大型農家が引退なさって、相当数

の圃場が空くようです。また、下ノ加江地区におきましても、高齢化した農家が耕作面積を減

らすという話が出ております。ますます作業効率を上げなければ、休耕地がふえてくると思い

ます。国は、集落営農や圃場整備に力を入れておりまして、３反とか５反の圃場をつくり、大

型機械の導入や生産効率を高めるというふうになっております。 

 この基盤整備の話は私が昨年の暮れ、県のほうからお伺いした話ですけれど、今、有利な状

態で基盤整備ができるようなんですが、それについて今からまた地域のほうで組織を立ち上げ

て頑張ってまいりたいと思っておりますけれど、産業基盤課の力もお借りしたいと思っており

ますが、産業基盤課長、いかがでしょうか。 

○議長（永野裕夫君） 産業基盤課長。 

          （産業基盤課長 文野喜文君自席） 

○産業基盤課長（文野喜文君） お答えをいたします。 

 大型機械の導入や農作業の効率の改善の対処といたしましては、圃場整備事業の導入が有効

な手段と考えます。 

 議員ご指摘の下ノ加江地区での事業としましては、受益面積などを考慮しますと、農業競争

力強化基盤整備事業が考えられますが、この事業は市が事業主体ではなく、県営での施行とな

っております。 

 事業導入に当たって必要となってくるのが、地元の地権者や関係者で構成されます土地改良

区の設立であります。 

 また、計画概要書の作成、受益者負担、市負担金など、さまざまなクリアすべき課題があり

ます。いずれにしましても、事業の理解を深め、地元の推進体制が確立されることが重要であ

ると考えます。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 

○６番（森 一美君） ありがとうございます。 

 もちろんそのとおりでございまして、主体は地元の地権者や耕作者であります。この基盤整

備事業組織を１つ立ち上げて取り組まなければならないと私も考えております。 

 そのときのアドバイスとか、先進地の情報などを教えていただきたいと思っておりますので、

産業基盤課長、いかがでしょうか。 

○議長（永野裕夫君） 産業基盤課長。 

          （産業基盤課長 文野喜文君自席） 
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○産業基盤課長（文野喜文君） お答えをいたします。 

 先ほどの事業の内容や具体的なことにつきましては、幡多農業振興センターと連携を取りな

がら、今後、対応してまいりますので、お気軽にお声をかけていただければ、いつでもまたそ

ちらのほうに出向く考えでございます。 

 以上でございます。 

○議長（永野裕夫君） ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 

○６番（森 一美君） ありがとうございます。 

 ぜひ、またこの事業組織ができましたらお伺いします。 

 市長、お伺いします。 

 下ノ加江というところは、ふぁー夢宗呂川というような営農組織ができたら、何とか圃場整

備とか、そういうものに進んでいけれると思いますけど、下ノ加江は結構個々の農家が、まだ

耕作能力が高いんです。だから、お互いに助け合うというところができていないので、この組

織ができない状態なんですけれど、先ほども申しましたように、私が昨年、県のほうの圃場整

備、ちょっと話があって、宗呂川のほうも取り組みたいというようなこともあったので、ちょ

っと聞きにいったんですけれど、こういう状態でできますよという参考資料はいただいてまい

りました。 

 今のところ、地元の地権者数名、耕作者数名にこういう話があるけど、皆さんでやったらど

うかというようなところの話を向けただけで、まだこれからどういうふうに進んでいくか、先

が見えない状態であります。 

 しかし、近い将来、まだ耕作者が減っていく。こういう状態のとき、まず耕作放棄地がふえ

る前に手を打って、次世代につなげる、引き継げるような圃場整備をしたいと思っております。 

 圃場整備に関する組織ができましたら、またいろいろとお力を貸していただきたいと思って

おりますが、市長のお考えをお伺いします。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 先ほど、課長がお答えしたとおり、この事業に当たっては、受益者負

担というのが伴いますので、地元の熱意、それから協力、そういったものが本当に一致しなけ

れば成功しませんので、そういった地元の推進体制が整えば、市といたしましても全面的に協

力していきたいと思っております。 

○議長（永野裕夫君） ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 
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○６番（森 一美君） ありがとうございます。 

 まず、地元が第一だと私も思っておりますので、地元の理解が得られたら、また、皆さんに

お力をお借りするようになると思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 今のうちに、生産者、農家等がＴＰＰに対応できるよう、競争できるような体力をつけてお

かなければならないと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 最後になりますが、防災拠点についてお伺いしていきたいと思います。 

 これは、ちょっといきさつがございまして、先週だったですか、市の予算の関係でＮＨＫニ

ュースで放映されたときに、下川口と三崎は放映されたけど、下ノ加江、防災拠点ができない

のかというような話がぼんと出てしまったんです。急遽、質問させていただきますけれど、ま

ず危機管理課長にお伺いいたします。 

 危機管理課長には、避難路や避難場所整備についてご尽力していただいておりますところで

すけれど、また、防災拠点づくりにもお世話にならなければならない状態です。この防災拠点

は何カ所予定されて、どの地区につくる予定であるか、教えていただきたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） 危機管理課長。 

          （危機管理課長 横畠浩治君自席） 

○危機管理課長（横畠浩治君） お答えいたします。 

 防災拠点施設については、合併前の旧町単位で整備することとしておりまして、下ノ加江、

清水、三崎、下川口、この４地区に整備することとしております。 

○議長（永野裕夫君） ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 

○６番（森 一美君） ありがとうございます。 

 ４地区、旧町の中につくっていただけることがわかりました。 

 この防災拠点の今までの進捗状況はどのようになっているか、危機管理課長にお伺いします。 

○議長（永野裕夫君） 危機管理課長。 

          （危機管理課長 横畠浩治君自席） 

○危機管理課長（横畠浩治君） それぞれの進捗状況についてお答えいたします。 

 下ノ加江地区については、津波浸水予測区域外に公共施設等がないことから、民有地の取得

による整備とし、今年度は建設予定地の選定、地区への協議及び地権者への説明等を行い、そ

れぞれ同意を得たところです。 

 来年度は、土地開発公社に用地取得及び土地造成を依頼し、２８年度に公社から市が購入後、

実施設計、建設にかかる予定としております。 

 清水地区については、旧市民体育館跡地に建て替え移転される中央公民館に防災拠点施設と
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しての機能をもたすこととしておりまして、現在、基本設計を行っているところです。 

 三崎地区については、斧積区長場を解体した跡地に、消防屯所を併設した施設を整備するも

ので、現在、実施設計を行っておりまして、清水・三崎両施設とも来年度当初予算に建設工事

費の予算計上をお願いしております。 

 下川口地区については、宗呂小学校の改修による整備を行うもので、来年度当初予算に実施

設計費の予算計上をお願いしているところで、設計完了後、建設工事にかかる予定としており

ます。 

○議長（永野裕夫君） ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 

○６番（森 一美君） ありがとうございます。 

 この同じ質問を市長にして、市長の考えを聞こうと思っておりましたが、危機管理課長とま

た違う面で答弁していただけたらと思いますけど、防災拠点というのは急ピッチにつくってい

ただけるようですけれど、これまでの経緯、簡単に、これからの予定などを教えていただけれ

ば結構と思います。よろしくお願いします。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 危機管理課長が言ったとおりでございます。一寸の狂いも私の答弁と

はございません。この４地区の防災拠点を軸として、これまで避難道の整備、本当に急ピッチ

で取り組んでおりますが、まだまだ十分ではないということも認識をしております。 

 これからは、その避難道の整備とあわせて、命を守る。そしてこの守った命を次につないで

いく、その取り組みを平成２８年度、これを最終の期限として急ピッチで進めてまいりたいと

思っております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） ６番 森 一美君。 

          （６番 森 一美君発言席） 

○６番（森 一美君） ありがとうございます。 

 市民を守るための施設ができ上がったら、地域住民は安心できると思います。 

 有事の際は、まず自分の身を守り、お互いに助け合い、それから生き延びるための拠点が大

事であります。早期実現に向けてよろしくお願いいたします。 

 さらに、備蓄品等の充実にも御配慮いただければ幸いと思っております。 

 この３月末をもって勇退される皆様、長い間、市民のために、また市の発展のために尽くさ

れたことを、心から感謝申し上げます。 
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 退職なされても、市のため、市民のため、ご支援、ご協力をお願いいたします。私も市民の

ためになれるよう全力で頑張ることを誓いまして、全ての質問を終わります。どうもありがと

うございました。 

○議長（永野裕夫君） この際、暫時休憩いたします。再開は２時５分。 

          午後 １時５６分   休  憩 

          午後 ２時０５分   再  開 

○議長（永野裕夫君） 休憩前に続いて、会議を開きます。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） ご苦労さんでございます。本日の最後であります。 

 さっき、休憩時間に議長と会ったら、最後やけん、しっかりやらんといかんぞというような

ことで、しっかりと激励を受けまして、議長の期待に応えられるかどうか甚だ不安ではありま

すけれども、自分なりに質問を展開していこうとこういうふうに思っております。 

 なお、私も農業でございまして、小川議員、森議員と重なるところはあります。できるだけ

割愛しながらいこうかとは思っておりますけれども、またその節は嫌がらんと、機嫌よく答弁

をお願いしたいとこういうふうに思っております。 

 現在、各地区で苗床の準備に引き続き、籾種を蒔いて白いビニールでやって、すくすく育っ

ております。これは一気に人が要りますので、相互に手伝いあったり、あるいは家族、あるい

は親戚総出で作業が進んでいた状態を見るにつけ、私としたら本年の米価、飼料米の価格がど

うなるのか気がかりであります。 

 農業新聞等を見ておりますと、米価の回復は非常に厳しいようであります。一昨年は３０キ

ロ6,１００円、昨年は３０キロ4,８００円、一番いいとき、７月の最後の週の一番最初に出し

たときで、最後のほうは小川議員言っておりましたように、３等のが3,０００円台とこういう

ふうになっております。 

 このような厳しい状況の中で、３月にはアイスクリーム、オリーブオイル、冷凍食品が値上

がりもしました。４月も牛乳等、生活必需品が値上げの予定であります。厳しい春が到来して

きます。 

 現下の状況から、私は農業の現状、本市農業の打開策、人材育成等について質問をいたしま

す。この質問の前に、大型農家といろいろ話したんですけれども、岡﨑やい、大型にするのは

何ぼでも構わんかったけど、大型にするにはするで機械は何ぼでも要ると。その機械のお金は

かなり要る。農業はいつまでたっても厳しいのうというような話で、この方もちょうど私の同
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級生でして、私らが小さいときも農業は厳しかった。今も非常に厳しい。年々人口も減ってい

るというようなことを踏まえながら、質問をしていこうとこういうふうに思います。 

 第１点、これはただ単に三崎地区だけを見ているんですけど、多分、市内全域がそうだろう

と思いますが、農業者を見ていると年々高齢化が進んでおります。本市において、過去１０年

の農業人口の推移はいかがになっておりますか。また、将来の見通しはどのような見通しにな

るのか、産業振興課長に答弁を求めます。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 農業に関する統計、数字につきましては、農業センサスというものがございます。それしか

ありませんので、午前中の小川議員に引き続き、農業センサスによってのお答えをさせていた

だきます。 

 農業人口の推移につきましては、調査は５年に１度調査されておりますセンサスにより、

１０年前の平成１７年と直近である平成２２年の農業人口についてお答えさせていただきます。 

 平成１７年が販売農家数が３４２戸、９６０人、平成２２年が２７８戸、７４５人となって

おります。 

 さきに申しましたように、今年がちょうど５年目のセンサスの実施年であり、今年中には速

報値が出ると思いますが、過去２回の数値から見ますと、将来見通しは非常に厳しいと言わざ

るを得ないと感じております。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） 課長、１７年と２２年ですね。私は質問に先立って、先月、かなり

早い段階からできたら最新のを出してくれと、こういうふうに言っていたんだけど、わからな

いのなら農協かどこかへ行って聞いたらいかがかとこういうふうに言っておりましたけれども、

この２回で今はないと。ないものねだりをしても仕方ありませんので、これでよしとしても、

９６０人から５年で２１５人減っておるわけですね。将来はこれ暗澹たるものになるわけであ

ります。 

 それから、うろうろしておったら、これでいきよったら人が農業の人口、おらんようになる

のかというぐらいなことですね。これ。なぜなら、今、三崎の場合でしたら、自分の代で終わ

りだと。例えば、身近なところを見ていても、自分らはやって、あとは子どもらがおらんわけ

です。子どもらも皆、向こう行きよるけん。市外です。大阪から東京等々行っておりませんの

で、なお厳しくなるだろうなとこういうふうに人口の推移から見たら、推測ができます。それ
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では、第２点、農家の１戸当たりの耕地面積、これは小川議員のときに３８０ｈａとか言って

いたから結構ですが、作付け面積における割合は、高知県の統計、ちょっと私も持っておりま

すけれども、平成２３年で耕地の利用率は８7.８％、そのうち稲は５1.４％、野菜１9.７％、

果樹１1.８％となっていますが、わかる範囲で結構ですが、本市ではどのようになっておるの

でしょうか、産業振興課長に答弁を求めます。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 こちらにつきましても、農林業センサス平成２２年度の分でお答えさせていただきますので、

ご理解ください。 

 作付割合につきましては、水稲が２５３ｈａで７3.１％、野菜が４６ｈａで１3.２％、果樹

が３２ｈａで9.２％となっております。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） 稲が７3.１％、野菜が１3.３％、それから果樹が9.２％、いずれも

これかなり減っているわけですね。もちろん人口が減っておりますので、こういうふうに減る

と思いますけれども、その中で稲がとりあえず作付割合が７３％あるんだと。ということは、

米価がいかに農家の収入に影響するかというようなことを如実に裏づけておるわけであります。

稲の価格は本年も非常に厳しい。うろうろしよったら4,０００円切るんじゃないか。３０キロ

が。それからＴＰＰなんかが仮のことを言ったらいかんけど、一昨日の農業新聞やったら、

６０キロが7,０００円という文字が躍っているわけです。そしたら稲つくっても食べられない

というような状況になって、そのかわり政府は飼料米、あるいはイネＷＣＳ、これは立ったま

ま刈っているやつをやるんですけれども、これやったら１０アール当たり８万円幾ら、あるい

は飼料米で5.５万円から１0.２万円のお金をくれるということですが、こういうふうに、それ

からこの稲が７３、野菜が１3.３とこういうふうになっているわけですから、特に水田フル活

用プランが必要になってこようかと思います。この点については答弁は求めません。 

 第３点で農業者の年齢は年々高齢化しておると思いますけれども、平均年齢は幾つでしょう

か。長門市の場合でも７０歳超えておりました。平均年齢が高くなるほど、後継者の問題を抱

えている農家もまた多いというようなことです。後継者の問題を抱えている農家は何件くらい

本市であるのか、わかる範囲で結構ですが、答えてください。 

 また、農家の平均年収と農家経済について、農業所得、農外所得、家計費、農業依存度等に

ついても、産業振興課長が把握している程度で結構です。答えてください。 
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○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 まず最初に、農業者の平均年齢についてお答えさせていただきます。 

 こちらも農林業センサスの結果によりますが、平成１２年が６2.３歳、１７年が６4.６歳、

平成２２年で６6.８歳となっておりまして、５年間で約２歳ずつ上昇しております。現時点で

は、今年のセンサスでは７０歳前後と推測するところです。 

 次に、後継者につきましては、こちらも平成２２年のセンサスの結果によりますと、販売農

家２７８戸のうち１６７戸が後継者がいないという回答との結果になっております。それと農

業経済につきましては、農林水産省のほうにおきましては、県としての調査をしておりますが、

これは県単位の集計ということですので、申しわけございませんが、清水の農家についての数

字については把握できておりません。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） 農家経済について把握できてないとこういうようなこと、産業振興

課長、この件についてもお答えいただけますか。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） 失礼いたしました。 

 確実な数字ではありませんが、参考までにＪＡにおける平成２６年度中の総出荷額等を調べ

ておりますので、お答えさせていただきます。 

 平成２６年度の総出荷額と出荷人数で算出しますと、農業収入は１人当たり約２２４万円と

なります。ただ、議員のおっしゃられる農家とは専業農家を指しておられるのではないかと思

いますが、ＪＡ出荷の数字は、第１種兼業農家、第２種兼業農家も含まれておりますので、適

正にお答えできる数字ではないかもしれませんので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上です。失礼しました。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） 産業振興課長、これは純粋な農家だけの収入ということですか。農

家以外は入ってないとこういうことですか。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 
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○産業振興課長（二宮真弓君） 先ほど申しましたように、ＪＡに出荷した人ですので、農業

ではありますが、第２種兼業農家といいまして、農業以外の所得があっても、兼業農家してい

るという方も含まれていますので、そういうことでご理解ください。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） 農家の経済収入というのは２２４万円というようなことで、かなり

低いということです。ほかのほうの農家の経済表、私は持っているんですけれども、これやっ

たら農業所得が１１９万円、農外所得が１６０万円、年金などの収入で総計４６３万円という

ような、これ確か高知県だったと思いますけども、いずれにしたって、ＪＡで調べたようです

ので、それが清水にとっては一番正解かもわかりませんが、２２４万円というようなことです。

農家はとりあえず、働けど働けど、なかなか収入は上がらんなというのが農家の現状であろう

とこういうふうに思います。 

 では、農家の中で、頑張って何とか収入を上げようというので認定農業者の方もかなりおる

わけですけれど、３０何人とおるわけですけれども、認定農業者についてお尋ねいたしますが、

認定基準、認定の手続、販売高、本市の農家数について、認定農業者は何人くらいおるんでし

ょうか。本件も産業振興課長に答弁を求めます。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 まず、認定基準についてです。 

 認定を受けようとする農業者が経営規模の拡大に関する目標、例えば作付面積などですが、

それに生産方式の合理化、例えば機械施設の導入とか、新技術を導入するというような目標。

それから経営管理の合理化の目標、例えば複式簿記で記帳しますとかいうような目標です。そ

れとあと、農業従事態様の改善、例えば、休日制を導入するなどの目標の内容を記載しました

農業経営改善計画を市長に提出。それを受けて、幡多農業振興センター、農業委員会及びＪＡ

高知はたなどの関係機関で組織する土佐清水市担い手育成総合支援協議会におきまして、市の

基本構想に照らして適切であるか。農地の効率的な利用を図るために適切であるか。計画の達

成見込みが確実であるかを基準として認定しております。 

 次に、販売額はとのご質問ですが、本市の場合は、年間農業所得を３５０万円以上というこ

とを目指しております。また、本日現在、本市の認定農業者数は法人を含む３５経営体、

３８人となっておりまして、新たに三崎地区の１人から提出された計画が審議中となっており

ます。 
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 以上です。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） それでは、３５経営体で、３８人というようなことで、この方々が

多分、農家の主体と、将来の本市の農業を担っていく方々になろうとこういうふうに思います。 

 第５点で、新規就農者についてお聞きをいたします。 

 農業人口の増加というか、目減りを減らすというか、そういうような点からと、移住者の面

から見ても、新規就農者の対策は非常に大切な施策であり、またご苦労されていると思います

けれども、担当課においては国の補助も活用し、努力をしておるところでありますが、過去

５年間のＩターン、Ｕターンの割合はどのようになっていますか。これも産業振興課長に答弁

を求めます。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 平成２１年から２５年の就農者数は１５名でありまして、Ｉターンの方が３人で２割、Ｕタ

ーンの方が１２人で８割となっております。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） 就農者数が２１年から２５年で１５名と、Ｉターンが３名、Ｕター

ンが１２名というようなことで、これのＩターンとか、Ｕターンとか新規就農者、これ非常に

大事だと思うんですけれども、ちょうど団塊の世代もそろそろ７０代になってきます。このよ

うなところへ手紙なと、何なと出して、農業せんかというようなもっともっとそのような対策

はできないかと思うのと、元々田舎に帰りたい気はあるがやけん。外で出ておる者も、私も森

議員も、それぞれ東京、大阪から戻ってきておるように、それぞれ動物と一緒で帰巣本能はあ

るわけです。次の中間管理機構なんかになりますけれども、農地をちょっと中間管理機構は市

が受託してやっておるわけですが、構えて新規就農の支援制度、こういうのもあるんだという

ので、ぜひ戻ってこんかというようなこの手紙作戦なんかは、産業振興課長、お考えになった

らいかがでしょうか。ちょっと課長に答弁を求めます。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 そうですね。午前中も小川議員から指摘されましたように、市内の人にさえも周知ができて
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いないのも現状だと認識しております。 

 今、ご提案いただきましたことも含めて、どういう周知の仕方がより皆さんに伝わるかとい

うことも研究しながら取り組みたいと思います。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） それでは、あと４つ、５つありますけれども、次に、そういうよう

なことも検討されてくれるということですので、帰ってくるきっかけにあるいはなるかもわか

らない。元々帰りたいというのはこれ向こうにおって、空気の汚いところにおっても余りおも

しろくないのよ。そやけど、はっきり言えば、こっち働くところないけん、やむなく向こうに

おるというのが現状ではありますけれども、働く場所やなしに、農業なら農業ということにな

ったら、また１つ展開が開けるのではないかと、自分では思っておりますので、そういう点も

積極的にご検討をお願いします。 

 それでは、農地中間管理機構、これは小川議員も本当に基本的なこと、大事なところは全部

聞いておりますので、私はずっと先になるか、最も実務的なというか、農業者に直接したとこ

ろからちょっと聞きたいんですけれども、農地中間管理機構、これは平成２５年に創設され、

業務はほとんど市町村に委託して、産業振興課長が今のところでやっておるわけでありますけ

れども、農地の貸し手、借り手とも、今までみたいに個人と個人やなしに、農地中間管理機構

とやるというようなことで、非常に貸し手にしても、借り手にしても、これ安心感があると思

うんです。それから、安心して借りれると。それで途中、真ん中に市が入るわけですから、経

由して集約・修正ができて、土地の活用が大きく図られると思っておるんですけれども、高知

県全体では借り手が不足しておるようでありますが、本市の場合、貸し手、借り手の状況につ

いて、わかれば、地区ごとに何アールでも、何ｈａでもいいんですが、これについて、産業振

興課長に答弁を求めます。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 まず、貸し手が１件でして、平ノ段で0.５ｈａです。それのみです。受け手のほうが４件で

合計１２ｈａ、地区別を申しますと、下川口区地区で１件５ｈａ、三崎地区で１件１ｈａ、清

水地区で２件６ｈａとなっております。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） これはもちろん、課長、多分、利用権設定か何かでおやりになって



－ 98 － 

いると。こういう解釈でいいわけですね。この農地中間管理機構って簡単に言いますけれども、

市が受託しておるわけでありますが、私が言うのは至って簡単ですけど、現場でやる者は、い

よいよこれきついようなあれですね。機構の仕事ですね。農地の貸し手も借り手も、全部農地

中間管理機構。多分、市を通じてやらんといかんと。その中には担い手が集約化する必要があ

る農地を借り受けないといかん。あるいは必要に応じ、基盤整備を行い、まとまりのある形で

貸しつけ。貸しつけまでの間は、農地中間管理機構は借受農地を管理せんといかんとか、これ

果たして、現状のままの産業振興課の中だけで今の体制でできるかどうか、非常に私は不安に

感じるわけであります。非常に国も県もやれというのは簡単ですけど、僕らも一緒です。やれ

というのは簡単やけれども、受けるほうは、産業振興課としては、これだけでも１人ぐらい人

がいるんじゃないかとこういうふうに思っておりますが、まずその点については、産業振興課

長、いかがか。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） おっしゃられるとおり、農地中間管理機構と市が業務委託を

受けておりますが、実際、市のほうがやっておりますのは、貸し手、借り手の間の条件交渉で

ありますとか、窓口での相談受付、高知県農業公社や関係機関との連絡調整業務ということに

はなっております。本来の業務自体は、直接機構になります農業公社が実施しておりますが、

午前中の小川議員の中でも答えましたが、地域支援員というのを１人配置されておりまして、

幡多地域の１人ですけれど、幡多地域に何らかの以前、仕事柄、詳しい方を雇用されておるよ

うです。来年はもう１人ふやして、より密着した仕事を進めていきたいということでおります

ので、おっしゃるとおり市の職員だけではとてもできることではないと思いますが、連携しな

がら、できる限り、進めるような体制はとりたいとは思っております。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） これも既に産業振興課長、やっておるかどうかわかりませんけれど

も、農家に対して農地の貸し手、借り手となる方の意向調査、借り手となる認定農業者などの

意向調査を行ってはいかがでしょうか。これは長門市でアンケートずっとありまして、非常に

うまいぐあいにできているのがあって、家に帰ったらありますけれども、意向調査さえしてい

たら、その次に展望が開けるとこういうふうに自分じゃ思うわけですが、この点、課長いかが

ですか。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 
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○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 今、ご提案いただきました、借り手と想定されます認定農業者に対しての意向調査は、昨年

９月に実施しております。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） 産業振興課長、さすがですね。そうやってきっちりやってもらって

いたら安心できるわけであります。 

 先ほども森議員から耕作放棄地のことを言っておりましたけれども、私から市内に見て、下

川口とか、下ノ加江地区は、余り耕作放棄地が目立っておりません。我が三崎は残念ながら耕

作放棄地は一番国道を通ってわかるのは、小川議員も言っておりましたが、益野の直線の清水

から言ったら右側、ＪＡのガソリンスタンドから見て、北側、東側も耕作放棄地がまさにあた

り一面とこういうような気が私はしております。もちろん耕作放棄地の所有者というのは、非

農家であり亡くなった方もおれば、他府県に居住する方もおれば、もろもろ多数の相続人等、

非常に利用権設定でも相続人のせめて半分以上は取らないといかんじゃないですか。全部が全

部印鑑をもらう必要ないけど、これは非常に難しい面も当然あると思うがです。１年、２年で

は多分済まんと自分では思っておりますけれども、時間をかけて、何とかそこの辺を掘り出し

ていただいて、あそこやったら葉物であり、根菜であり、稲であり、あるいは果樹であり、何

でもつくれるわけです。道の駅もありというようなところで、そこの辺を何とかぜひ圃場整備

とか何なとやれば、長門市のほうでは大体、僕は長門市をずっと車で行きながら、ここはいよ

いよ耕作放棄地がないなと。田んぼ見よっても、２反切れとか、３反切れがずっとあるわけで

す。それを１つの区画を１町ぐらいにするというようなことを言っておりましたけれども、我

がほうはそれほど広い田んぼは土佐清水市にはさしてありません。田ノ内もよくあって１反切

れぐらいのがあるぐらいで、あとは小さいのが点々としておりますので、非常に難しいと思う

けれども、今現在、課長も知っておる方なんかがやろうかという気があるようです。その方が

帰ってくるぐらいまでに何とかちょっとでもできんかなと。自分ではそう思うわけですけれど

も、課長、その点、課長はどういうふうに考えているのか、そこの辺をちょっとお聞きをいた

します。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 今、岡﨑議員からご指摘のあった田ノ内につきましては、地元出身の人がちょっと動いてく

れていますので、ただ、所有者を見たときに、かなり膨大ですし、先ほど言われたように、死
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亡されたり、相続のことでかなりの事務は時間がかかるかなと思いますが、でもそういう意欲

がある人と連携取りながら、何とか進めたいという気持ちはあります。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） 課長、それまでにちょっとでも利用権設定なと何なと１つやっても

らって、中間管理機構のほうにやってもらって、将来、何とかそこの辺に結びつけていただき

たいというようなことであります。 

 第７点で、これは小川議員と一緒になりますので、１市１農場の山口県長門市の件ですけれ

ども、農地の集約・集積化、これは割愛をさせていただきます。 

 次に、水田フル活用についてお聞きします。 

 以前、産業振興課長から経営基盤強化策として、水田フル活用プランの答弁を、これは僕は

耕作放棄地の対策で質問したとき、それは水田フル活用でやるんだとこういうようなご答弁を

いただいておりますけれども、水田フル活用とはいえ、農林省とか何とか見れば、水田で麦・

大豆・飼料用米・米粉用米などの作物を生産する農業者に対して、交付金を直接交付するとこ

ういうことになっておりますけれども、フルに活用するがやけん、水稲やってブロッコリーや

ったら１年間というわけです。これはならんのかなと思いながら、聞くわけですが、ほぼ１年、

田んぼの有効活用を行っている農家、これは僕が漏れ聞くところによると、下川口とか、大岐

地区に何戸かの方がおいでになるというようなことをお聞きしておるんですけれども、産業振

興課で把握しているのがどのくらいあるのか、これについてお答えを願います。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 平成２６年の経営所得安定対策の申し込み数をもとにお答えさせていただきます。 

 全部で１８３名の農家がおいでまして、内訳につきましては、先ほどおっしゃられた稲と野

菜が２４名、ハウス野菜が１２名、野菜が３９名、これは転作として産地交付金というのも当

たりますので、これが３９名。水稲が１０８名で、全部で１８３名の方が利用されております。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） それでは、課長、当然、水田をフルにやっておるがやけん、ほかの

方、他の農家とは経済的には幾らかいいんじゃないかとこういうふうに思いますが、これは答

えるのに非常に答えにくいと思うけれども、具体的なことが具体的な数字とか、何とかわから
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んといえば、ええか悪いかだけでもいいんですけれども、そこの辺の答弁を産業振興課長、い

ただきたいと思いますが。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 例えば、稲の後に野菜をつくったら、野菜は販売しますので、その販売額はもちろんふえる

ということは置いておきまして、これを活用することの交付金、それが5,５６０万円程度あり

ますので、それを利用の１８３戸に割戻ししますと、単純に１戸当たりが３０万3,０００円程

度の交付金は交付されているということになると思います。それプラス販売した分がやっぱり

多くなっていると思っています。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） そしたら、これは結局、産地交付金とか、いろいろと政策がべった

りありますわね。交付金じゃ、報償金というのは。その中で幾らかほかの方よりかは多いとこ

ういうことですね。わかりました。では、これは産業振興課長に最後の質問でありますけれど

も、農家の所得増についてお聞きします。 

 さっきの水田フル活用も一緒ですけれども、農家の所得は他の業種と比べ、低いとこういう

ふうに思っております。 

 僕もはっきりはせんのですけど、幡多のほうの平均年間所得、１回聞いたことがあるが、と

りあえず、この農家の所得よりかは多かった、こういうふうに思っております。 

 その対応としましては、森議員も言っておりましたが、農産物のブランド化、今、日本農業

新聞なんかでの低グルテン米、以前、春陽という米をつくってました。市長もうなずいておる

ようですから、おわかりのようですけれど、病院に送る、こんなのもいかがかなと。それから、

これは六次化商品の開発、これは小川さんも言っておりますので、結構であります。あと私が

つたない知恵で思うのは、政府とか、農協の動向把握、農機のリース、農機のリースも考えて

みたら、稲も苗植え機なんか、苗を植える機械なんてというのはせいぜい１年に３日か４日し

か使わないと。あとは全部倉庫の中。それからコンバインにしたって一緒です。稲刈ったらな

いけん。ほとんど倉庫の中でずっと眠っていると。非常に非効率的なところがあります。かろ

うじてトラクターとか、あるいは管理機等は使えるけん、持っているけれど、農機のリースか

何か考えられないのかなと思いながら、かといってそんな非効率的なことをするような会社は

できるかどうか、非常に私自身もこれわからんと聞いています。はっきり言えば。そやけど、

こういうようなことが制度としてできるものかなと思いながら、産業振興課長に聞いてみよう
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というのと、もう１つは、台風とか、大雨とか何とかで稲でも何でも悪くなるときあるじゃな

いですか。１回で収穫が落ちるとき。いわゆるナラシ対策ですね。ナラシ対策をやれば、いず

れにしたって収入は１割ぐらい減って、９割は残るわけですから、こういうのも非常にもちろ

ん市も農協も、丁寧に取り組んでくれているとは思いますけれども、政府とか農協の動向把握

とか、農機のリースとナラシ対策、これについて産業振興課長、答弁をお願いをいたします。

わかる範囲で結構でございます。 

○議長（永野裕夫君） 産業振興課長。 

          （産業振興課長 二宮真弓君自席） 

○産業振興課長（二宮真弓君） お答えいたします。 

 大型の農機を持つのが大変ということは私も十分認識しております。 

 その対応策として、１つあるのが、集落営農の取り組みであると思いますので、そこで大型

機械をもって、周りの人たちの農作業一部であっても、例えば稲刈りだけでもリース的に請け

負ってやるということが１つの方策ではないかと思っておりますが、それとは別に、議員おっ

しゃることはほかにないかというご質問と思います。それについてはまだ勉強不足ですが、も

しそういうことが使える制度がありましたら、積極的に取り入れるように、まず勉強させてい

ただきたいと思います。今のところは、そういう方策がどんなのがあるのかということは承知

しておりません。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） わかりました。 

 いずれにしてもこれで産業振興課長の質問は終わりますけれども、農業、非常に厳しいと。

産業振興課も厳しいとこういうふうに思っておりますが、農家はまだ厳しいということがあり

ますので、産業振興課のみならず、各課とも１つ、農業には特段のご配慮と配意をしていただ

きたいとこういうふうに思います。 

 それでは、次に、市長にご所見等を伺いますが、農家の発展というのは、意欲ある後継者、

担い手にあると思っております。私としては、認定農業者がさらなる耕作地の拡大、市場が求

める農産物の生産、ＪＡとの相互協力による営農指導、新規就農者の育成等が考えられますが、

市長のご所見を伺います。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 全くそのとおりだというふうに考えております。やっぱり本市の農業
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発展というのは担い手、つまり認定農業者にいかに農地を集積して。そして経営の規模拡大を

図るか、効率化を図るか、このことが最重点課題であるというふうに思っております。それに

より、後継者が育つというふうに考えております。 

 本当に同感でございまして、今後もＪＡ、それから県、関係機関と連携して、この対策を強

化していきたいと思っております。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） 第２点、これ先ほど森議員からもあったと思うんですが、担当課に

は農業に精通している職員がいないように私は思っております。ハウス、水田、葉物、果樹な

ど、多様な知識を持った方はなかなか万能型の方は難しいと思いますけれども、稲作でもええ、

ブロッコリーでもええ、一芸に秀でた方を何らかの形で採用し、農業振興に努めていただきた

いと。特にこの中間管理機構なんかでいろいろずっと、ちょっと僕も勉強していたら、するこ

とは何ぼでもふえるわ。人はおらんというようなことで、ぜひともこの農家へ行って、対等以

上にわたり合えるような方をさっきも答弁はありましたけれども、再度になろうかと思います

が、この点について市長にご所見を求めます。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 以前も岡﨑委員の質問には、この農業指導員のことについては、ぜひ

雇用したいという決意も含めて答弁をしたところです。 

 午前中の小川議員の質問にもありましたが、本当に農業の基礎になるのは営農指導というこ

とにもなると思いますので、ぜひ、周りも県外も含めて、いい人材がいないのか、そういうこ

とは絶えず注意していきたいと思っております。 

 以前は、農協にもかなり優秀な営農指導員もおりました。ただ、そういう方も営農指導員を

やめて自分が農家をしているというのが県下的にも大変、今、多くなっております。ですから、

農協自体の営農体制というのも非常に弱体化しておりますので、やはり農協とそして県の普及

センター、それと市と、この３者が協力して知恵を絞る、そういうことを活性化も含めて、今

年度もそういった関係機関が意見交換をする場もありましたので、ぜひ意欲のある生産者が多

くいますので、黒潮米のブランド化とか、いろんな部分で意欲のある生産者が出てきておりま

すので、ぜひみんなでバックアップして、この営農体制を何とかみんなで知恵を出してやって

いきたいというふうに、そういうふうに考えているところです。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 
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○１０番（岡﨑宣男君） ただ今、市長より農協、あるいは県、あるいは市ともに意見交換を

しながら、必死に探していこうというようなことがご所見いただきましたので、今後ともひと

つご努力をお願いをします。 

 市長に対しまして第３点ですけれども、今、盛んにテレビ等で言っております。 

 政府は全国農協中央会、解体論について言っております。全中による地方農協の監査権の分

離、一般社団法人化をうたい、各単位農協で自由に競争し、成果をというようなことを報道し

ておりますけれども、解体論について、解体論って言ってもまだまだずっと先で決まるかどう

かというのは、これ十分承知の上ですけれども、これに対する市長のご所見を求めます。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 午前中にも、課長からもこの全中の今後のあり方について、お答えし

ておりますが、本当にこの地域農業を守るという観点で、この全中が改革することによって、

地域農業がどうなるかという道筋がまだ全く見えない、大変不安に思っているところでありま

す。 

 平成３１年３月の移行に向けて４年間の猶予期間が設けられている。ただ、地域農業の自主

的な取り組みというのも、競争力とか高めるという目的でやっているということなんですが、

全く道筋といいますか、どうなるのか、全く今の時点でわからないという状況です。ＪＡの統

合・合理化も含めた議論に変にすり替えられないように、このことについては注視をしていき

たいと思っておりますが、いずれにしても、この改革というのが地域の実情に合わせた農業、

そういうものを実現するもの、そういう地域農業再生につながる改革というものにならなけれ

ば意味がないというふうに思っておりますので、今後の動きを注視していきたいと思っており

ます。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） わかりました。市長は何としてでも地域農業が発展せんと、解体論

とか何とかいうのは意味がないと。もちろんまだ途中の段階ですので、私は途中の段階でもや

り方というのが準組合をとるのか、監査権をとるのかというような、力でねじ伏せてやろうか

というような感じがちらっと見えて、果たして、今やったら農業政策とか、政府と全中なんか

すり合わせながらやっているわけですが、そういう点、そして、環太平洋連携協定、これがで

きたら、大きな組織やから政府とは対応できるとしても、バラバラにされたら毛利元就のあれ

じゃありませんが、１本の矢は折れても３本の矢は折れまいがとこういうようなことになりは

せんかなというような懸念がして、今のところ、注視はもちろんしていかんといけませんが、
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何となく不安を感じるわけであります。 

 次は、第４点、道の駅については、昨年再開し土佐食において、営業が現在、なされておる

ところであります。 

 土佐食の平林部長もよく店に出ており、その努力は評価するものであります。 

 私は、昨年、道の駅に対する質問を市長に行いました。そのときの市長の答弁、鮮魚があれ

ば、窪津のほうから魚を回すというような答弁であったように私は認識をしております。 

 また、市民も、魚があったらよいよにぎわうのになというふうに、これは思うじゃない、確

信をしております。今は魚は貝ノ川の業者が出店しておりまして、この前行ったときは、キビ

ナゴとぶりの切り身、ウツボの干物を見かけました。また、店内午後４時を過ぎていったら、

野菜も売り切れのものが目立ちます。大体、あそこみんな一番奥のほうは、大体魚でお豆腐屋

さん、宗呂の漬物とか、梅干しというようなところです。こっちのほうは上野とか、三崎の人

の分でありますけれども、市民からは魚があれば、にぎやかになるがとの声は常時聞かれます。

また、店舗が広ければ、もっと農業者が出店すると思います。そういうようなことをすぐじゃ

なくてもやっていただいたら、必ずや産業振興の上からも効果があるとこういうふうに思って

おります。この点はぜひ、市長に努力をお願いしたいと、市長にご所見を求めます。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 本当にそのとおりだと思うんです。１月の終わりに国交省の徳山技監

が梼原に入ったときに、私も随行させていただいたんですが、ずっと道の駅も須崎、それから

梼原、それから久万高原町の方までずっと随行させていただいたんですが、この道の駅を核と

した地方再生の取り組みというのも、全国的にも頻繁に行うような機運がありますし、私、昨

年の８月には萩しーまーとにも行かせていただいて、前からの交友のあった中澤さかなさんの

ところにも視察に行かさせていただきました。本当に道の駅のあり方というのをもう１回考え

させられるような店舗経営をしております。それはやはり道の駅は交流人口の受け皿じゃなく

て、地元に愛される道の駅でなくては成り立たないと。そういうコンセプトでこの道の駅の経

営理念というか、そういうものに基づいてやっているということを聞きまして、なるほどとい

うふうに感じて帰ってきたところであります。 

 それから先月、国交省四国地方整備局の三浦局長が視察に訪れておりまして、これも私、随

行させていただきまして、恥ずかしいことだったんですが、うちの道の駅も見て、大月の道の

駅、それから宿毛の道の駅を見て、三原で懇談をしたんですが、本当に幡多地域の道の駅の脆

弱なといいますか、取り組みの弱さを痛感をしたところです。梼原と須崎が今回、全国でも優

秀な道の駅ということで、格付けされておりますので、そういった近隣のところの道の駅も参
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考にしながら、もう１回立て直すような、この機会に地方創生に絡めて、もう１回考えてみた

いと思っております。 

 窪津の魚についてです。私も再三再四、お願いはしているんですが、保冷車を構えないかん

とか、きちきちの人数でやっているので、朝どれの鮮魚を持ってきてくださいというお願いも

するんですが、なかなか人員的に持っていけないとか、いろんな理由があるようですが、これ

もやはり地域おこし協力隊も今、配置をしておりますので、何とか取り組みができないものか、

もう１回、関係者と協議をしていきたいと思っております。 

 何とかこの道の駅がもっとにぎやかな、地元の方が皆さんが愛着を持って育てられるような、

そういう道の駅にしたいというふうに考えております。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） 市長のご所見は十分わかりましたけれども、三崎の中でも、道の駅

が再開できたがやけん、やっぱり買いにいかんといかんちやといって、１点でも２点でも買い

に来る夫人もおります。宗呂の方、あるいは斧積の方も自転車で品物を持ってくるわけです。

そんなのを見ながら、そしてさっき言いましたけれども、ＪＡのガソリンスタンドの裏手の田

ノ内の平野で、あそこ、圃場整備でするなりしたら、葉物も根菜も何なとできるし、売るとこ

ろは道の駅にあるし、ぜひともそこの辺、前向きにお考え願いたいと思いますが、国交省の方

もいろいろ来て、市長とも懇談したようですので、そこの辺は十分おわかりのことと思います

ので、ご所見はいただきませんが、今後とも魚のほうも何とか市長、頑張ってください。よろ

しくお願いをします。 

 それでは、最後ですけれども、下の玄関、工事の関係とは思っておりますが、来庁者が市役

所の玄関の付近で、どの課に行ってええのかと迷っているんです。若い方は配置図見て、ここ

かとぱっと行きよるけど、お年寄りの方はなかなかそうはいかんがやけん。私らも気がついた

ときは、おばちゃんどこへ行きたいのと、そうかよと。それであそこ今、ちょうど工事終わっ

て、以前はまちづくりもすぐ見えたけど、今、壁で全く見えないと。こっちも見えないと。市

民課は市民課で非常に忙しいというようなところで、お年寄りの方もなかなか声をかけにくい

とこういうような状況でありますので、これは受付は、再開はあると思うんですけれども、い

つごろになるかと思いまして、質問をしております。市長のご所見をお願いします。 

○議長（永野裕夫君） 市長。 

          （市長 泥谷光信君自席） 

○市長（泥谷光信君） 庁内の耐震工事と、また、今週には福祉のほうも移動しまして、大変

ご迷惑をかけております。 
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 ４月から市民課を総合窓口にするということで、この４月からの総合窓口の開始に合わせて、

市民課で入ってくるお客さんに対して、そこで全部受け入れる。総合的な受付にしたいとそう

いうふうに考えております。ですから、市役所の受付機能というのは、充実をさせたいという

ふうに考えております。 

 ただ、これまで入って左側にあった受付は、これは廃止して、市民課全体が市役所の受付で

すよという体制をとっていきたいと思っております。 

○議長（永野裕夫君） １０番 岡﨑宣男君。 

          （１０番 岡﨑宣男君発言席） 

○１０番（岡﨑宣男君） これで全ての質問は終わりますけれども、この春退職される職員の

皆様、本当に長い間、ご苦労さんでございました。お疲れさんでございます。退職したら、し

ばらくはそれぞれ奥さんを大事にされて、その後はまた市のためにあれやこれやとご助言いた

だければと思います。 

 これで全ての質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（永野裕夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。 

 これにご異議の方はございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議は、これをもって延会することに決しました。 

 本日はこれをもって延会いたします。 

 明３月１０日午前１０時に再開いたします。お疲れさまでございました。 

          午後 ３時０５分   延  会 


